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だいておりますのでだいておりますのでだいておりますのでだいておりますので、、、、予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。



目 次

2

第1章 接続ルールと当社の取り組み

Ⅰ

ⅠⅠ

Ⅰ 接続ルール（電気通信事業法）の概要 ･･････････････････････････････ 4

44

4

Ⅰ

ⅠⅠ

Ⅰ-1 接続の基本的ルールの法制化 ･･･････････････････････････････････ 5

55

5

Ⅱ

ⅡⅡ

Ⅱ 接続の義務と第一種指定電気通信設備の範囲 ････････････････････････ 6

66

6

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ 接続条件の約款化（接続約款の作成・公表） ････････････････････････ 7

77

7

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ-1 接続約款の実施手続き ･･････････････････････････････････････････ 8

88

8

（参考）接続約款の目次一覧① ･･･････････････････････････････････ 9

99

9

接続約款の目次一覧② ･･････････････････････････････････ 10

1010

10

Ⅳ

ⅣⅣ

Ⅳ 接続会計 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 11

1111

11

Ⅴ

ⅤⅤ

Ⅴ 網機能提供計画 ･････････････････････････････････････････････････ 12

1212

12

Ⅴ

ⅤⅤ

Ⅴ-1 網機能提供計画の届出・公表 ･･･････････････････････････････････ 13

1313

13

Ⅴ

ⅤⅤ

Ⅴ-2 公表期間短縮（工事の開始の日の変更） ･････････････････････････ 14

1414

14

（参考）網機能提供計画届出項目一覧① ･･････････････････････････ 15

1515

15

網機能提供計画届出項目一覧② ･･････････････････････････ 16

1616

16

網機能公示の実施 ･･････････････････････････････････････ 17

1717

17

Ⅵ

ⅥⅥ

Ⅵ 接続に関する情報開示（インタフェース関連）･･････････････････････ 18

1818

18

（参考）接続に関する情報開示（インタフェース関連）･････････････ 19

1919

19

Ⅶ

ⅦⅦ

Ⅶ 電気通信事業法 ･････････････････････････････････････････････････ 20

2020

20

（参考）電気通信事業法（抜粋）① ･･････････････････････････････ 20

2020

20

電気通信事業法（抜粋）② ･･････････････････････････････ 21

2121

21

電気通信事業法（抜粋）③ ･･････････････････････････････ 22

2222

22

第2章 ネットワークのオープン化の取り組み

Ⅰ

ⅠⅠ

Ⅰ 接続ルールの整備状況とネットワークのオープン化 ･････････････････ 24

2424

24

Ⅱ

ⅡⅡ

Ⅱ 自由競争市場の実現に向けた3つの課題と相互接続の歴史 ････････････ 25

2525

25

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ 自主ルールによる取り組み ･･･････････････････････････････････････ 26

2626

26

（参考）オープン化個別プログラムの実施 ････････････････････････ 27

2727

27

市内網の開放（アクセス系のオープン化）･････････････････ 28

2828

28

Ⅳ

ⅣⅣ

Ⅳ 接続の基本ルールの法制化による接続制度の見直し ･････････････････ 29

2929

29

（参考）自主ルールとの接続の基本的なルールの比較 ･･････････････ 30

3030

30

Ⅴ

ⅤⅤ

Ⅴ 接続ルールの見直し① ･･･････････････････････････････････････････ 31

3131

31

接続ルールの見直し② ･･･････････････････････････････････････････ 32

3232

32

第3章 情報公開の取り組み

Ⅰ

ⅠⅠ

Ⅰ 情報開示の基本的な考え方 ･･･････････････････････････････････････ 34

3434

34

Ⅱ

ⅡⅡ

Ⅱ 当社の開示情報 ･････････････････････････････････････････････････ 35

3535

35

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ 当社の開示窓口 ･････････････････････････････････････････････････ 36

3636

36

第4章 その他の当社取り組み

Ⅰ

ⅠⅠ

Ⅰ ネットワーク機能のアンバンドル化 ･･･････････････････････････････ 38

3838

38

Ⅱ

ⅡⅡ

Ⅱ 疑似ネットワーク試験について ･･･････････････････････････････････ 39

3939

39

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ 苦情・要望等の受付窓口について ･････････････････････････････････ 40

4040

40

Ⅳ

ⅣⅣ

Ⅳ 公正競争及び内外無差別に関する取り組み ･････････････････････････ 41

4141

41



接続ルールと当社の取り組み



4

ⅠⅠⅠⅠ 接続接続接続接続ルールルールルールルール（（（（電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法））））のののの概要概要概要概要

電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者がががが守守守守るべきルールであるるべきルールであるるべきルールであるるべきルールである電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法、、、、事業法施行規則事業法施行規則事業法施行規則事業法施行規則についてについてについてについて相互接続相互接続相互接続相互接続にににに関関関関するするするする部分部分部分部分をまとめておりをまとめておりをまとめておりをまとめており、、、、特特特特にににに

重要重要重要重要なななな部分部分部分部分についてはについてはについてはについては原文原文原文原文をををを抜粋抜粋抜粋抜粋してしてしてして記載記載記載記載していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、接続約款接続約款接続約款接続約款のののの記載内容記載内容記載内容記載内容をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介するためにするためにするためにするために目次目次目次目次のののの一覧一覧一覧一覧をををを掲載掲載掲載掲載していましていましていましていま

すすすす。。。。

電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者のののの接続接続接続接続のののの義務義務義務義務（（（（事業法第事業法第事業法第事業法第３２３２３２３２条条条条））））

網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画((((事業法第事業法第事業法第事業法第３６３６３６３６条条条条))))

接続接続接続接続にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

((((インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース関連関連関連関連)))) ※※※※

接続約款接続約款接続約款接続約款のののの作成作成作成作成
・

・・

・認可

認可認可

認可 (

((

(事業法第

事業法第事業法第

事業法第３３

３３３３

３３条第

条第条第

条第２

２２

２項

項項

項)

))

)

・

・・

・届出

届出届出

届出 (

((

(事業法第

事業法第事業法第

事業法第３３

３３３３

３３条第

条第条第

条第７

７７

７項

項項

項)

))

)

・

・・

・公表

公表公表

公表 (

((

(事業法第

事業法第事業法第

事業法第３３

３３３３

３３条第

条第条第

条第１１

１１１１

１１項

項項

項)

))

)

※

※※

※認可

認可認可

認可の

のの

の基準

基準基準

基準 (

((

(事業法第

事業法第事業法第

事業法第３３

３３３３

３３条第

条第条第

条第４

４４

４項

項項

項)

))

)

接続会計接続会計接続会計接続会計のののの整理整理整理整理・・・・公表公表公表公表（（（（事業法第事業法第事業法第事業法第３３３３３３３３条第条第条第条第１３１３１３１３項項項項））））

相互接続協定相互接続協定相互接続協定相互接続協定のののの締結締結締結締結（（（（事業法第事業法第事業法第事業法第３３３３３３３３条第条第条第条第９９９９～～～～１０１０１０１０項項項項））））

非指定非指定非指定非指定電気電気電気電気通信通信通信通信設備設備設備設備

とのとのとのとの接続接続接続接続

事業者間協議事業者間協議事業者間協議事業者間協議

相互接続協定相互接続協定相互接続協定相互接続協定のののの締結締結締結締結

（（（（事業者間事業者間事業者間事業者間でででで自主的自主的自主的自主的にににに締結締結締結締結））））

※

※※

※第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備の

のの

の基準

基準基準

基準（

（（

（事業法第

事業法第事業法第

事業法第３３

３３３３

３３条第

条第条第

条第１

１１

１項

項項

項）

））

）

※

※※

※事業法第３３条第１５項（努力義務規定）に基づく自主的な情報開示

ⅤⅤⅤⅤ

ⅥⅥⅥⅥ

ⅣⅣⅣⅣ

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備とのとのとのとの接続接続接続接続
ⅡⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢⅢ



5

ⅠⅠⅠⅠ－－－－1 1 1 1 接続接続接続接続のののの基本的基本的基本的基本的ルールのルールのルールのルールの法制化法制化法制化法制化

現在現在現在現在のののの相互接続相互接続相互接続相互接続にににに関関関関するルールについてはするルールについてはするルールについてはするルールについては、「、「、「、「接続接続接続接続のののの基本基本基本基本ルールルールルールルール」」」」のののの法制化法制化法制化法制化（（（（1997199719971997年年年年11111111月施行月施行月施行月施行））））及及及及びそのびそのびそのびその後後後後のののの「「「「接続接続接続接続のののの基本基本基本基本ルールールールー

ルのルのルのルの見直見直見直見直しししし」」」」のののの法制化法制化法制化法制化（（（（2001200120012001年年年年11111111月施行月施行月施行月施行））））等等等等にににに基基基基づきづきづきづき形成形成形成形成されてきたものですされてきたものですされてきたものですされてきたものです。。。。

●電気通信事業者の相互接続義務

●接続条件の約款化（料金表含む）

●接続約款案の公表と意見招請※※※※

●接続約款の公表義務

●接続約款に基づいて相互接続協定を締結

●接続会計規則の制定※※※※

●接続会計報告書の作成・公表

●接続料規則の制定※※※※

●接続料規則に則った接続料金の算定

●網機能提供計画の届出及び公開

（注1）下線は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に関して適用される特別なルール

（注2）※

※※

※は総務省実施



6

Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 接続接続接続接続のののの義務義務義務義務とととと第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備のののの範囲範囲範囲範囲

●全ての電気通信事業者にその設置する電気通信回線設備との接続

の義務をルール化

〈接続を拒否し得る正当な理由〉

（1）電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき

（2）自社の利益を不当に害するおそれがあるとき

（3）その他総務省令で定める正当な理由があるとき

●指定の目的

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続による利用者の利便

の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達

●指定の単位

電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令

で定める区域

●指定の範囲

総務省令で定める割合を超える加入者回線及びこれと一体として

設置する設備で総務省令で定めるものの総体

（1）他事業者が接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠

るおそれがあること

（2）接続に応ずるための設備の設置又は改修が技術的又は経済的に

著しく困難であること

告示 ※平成13年11月30日（総務省告示第723号）

当該事業者への通知

都道府県の区域（原則）

固定端末系伝送路設備について、２分の１

（1）交換等設備

（2）伝送路設備

（3）情報の管理、役務の制御及び端末の認証等を行うための設備

（4）前３号の他、交換等設備、伝送路設備又は端末設備であって、

接続が利用者の利便向上及び電気通信の総合的かつ合理的発達

に不可欠なもの

接続の義務（第32条）

接続の請求を拒める正当な理由（第23条）

第一種指定電気通信設備の指定（第33条第1項）
方法（第23条の2第1項）

単位（第23条の2第2項）

割合（第23条の2第3項）

第一種指定電気通信設備の範囲（第23条の2第4項）

電気通信事業法 事業法施行規則
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Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 接続接続接続接続条件条件条件条件のののの約款化約款化約款化約款化（（（（接続約款接続約款接続約款接続約款のののの作成作成作成作成・・・・公表公表公表公表））））

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備とのとのとのとの相互接続相互接続相互接続相互接続にににに関関関関するするするする条件条件条件条件をををを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした接続約款接続約款接続約款接続約款をををを作成作成作成作成していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた接続接続接続接続にににに関関関関するするするする料金料金料金料金やややや接続条件接続条件接続条件接続条件

のののの作成作成作成作成・・・・変更変更変更変更にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣へのへのへのへの認可申請後認可申請後認可申請後認可申請後、、、、情報通信行政情報通信行政情報通信行政情報通信行政・・・・郵政行政審議会郵政行政審議会郵政行政審議会郵政行政審議会をををを通通通通じてじてじてじて広広広広くくくく意見意見意見意見をををを求求求求めるめるめるめる手続手続手続手続きをきをきをきを経経経経ることとることとることとることと

されておりされておりされておりされており、、、、公正性公正性公正性公正性・・・・透明性透明性透明性透明性がががが確保確保確保確保されていますされていますされていますされています。。。。

●協議が調わないときのあっせん又は仲裁による

解決方法

●接続の手続き及び算定根拠に関する情報の提供

【その他接続に関して必要な事項】

●接続の申し入れ手順等手続的な事項

●経過措置に係る事項

接続約款の主な内容

【法令に規定された事項】

●●●●標準的な接続箇所における技術的条件

●●●●機能ごとの接続料

●●●●事業者間の責任に関する事項

●●●●電気通信役務に関する料金を定める電気通信事

業者の別

●接続協定の締結及び解除の手続き

●コロケーションに係る事項

●接続までの標準的な期間

●利用者に対して負うべき責任に関する事項

●重要通信の取扱方法
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Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 接続条件接続条件接続条件接続条件のののの約款化約款化約款化約款化（（（（接続約款接続約款接続約款接続約款のののの作成作成作成作成・・・・公表公表公表公表））））

接続接続接続接続にににに関関関関するするするする料金料金料金料金やややや接続条件接続条件接続条件接続条件のののの作成作成作成作成・・・・変更変更変更変更はははは、、、、情報通信行政情報通信行政情報通信行政情報通信行政・・・・郵政行政審議会郵政行政審議会郵政行政審議会郵政行政審議会をををを通通通通じてじてじてじて広広広広くくくく意見意見意見意見をををを求求求求めめめめ議論議論議論議論をするオープンなをするオープンなをするオープンなをするオープンな手続手続手続手続

でででで実施実施実施実施されされされされ、、、、透明性透明性透明性透明性がががが確保確保確保確保されていますされていますされていますされています。。。。

新接続約款新接続約款新接続約款新接続約款のののの実施実施実施実施

意見等意見等意見等意見等

料金料金料金料金・・・・接続条件等接続条件等接続条件等接続条件等のののの作成作成作成作成・・・・変更変更変更変更

認可申請認可申請認可申請認可申請 審議会諮問審議会諮問審議会諮問審議会諮問 接続約款案等公表接続約款案等公表接続約款案等公表接続約款案等公表

答申答申答申答申

新接続約款新接続約款新接続約款新接続約款のののの公表公表公表公表

総務省令

総務省令総務省令

総務省令の

のの

の制定

制定制定

制定、

、、

、第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備の

のの

の指定

指定指定

指定、

、、

、相互接続協定

相互接続協定相互接続協定

相互接続協定の

のの

の認可等

認可等認可等

認可等も

もも

も総務省

総務省総務省

総務省に

にに

に

おいて

おいておいて

おいて同様

同様同様

同様の

のの

の手続

手続手続

手続を

をを

を経

経経

経て

てて

て実施

実施実施

実施されます

されますされます

されます

届出届出届出届出

（

（（

（

軽

微

軽

微

軽

微

軽

微

な

なな

な

事

項

事

項

事

項

事

項

）

））

）

意見招請

意見招請意見招請

意見招請

再意見招請

再意見招請再意見招請

再意見招請

意見公表意見公表意見公表意見公表
（

（（

（

再

申

請

再

申

請

再

申

請

再

申

請

）

））

）

当当当当 社社社社 総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣 情報情報情報情報通信行政通信行政通信行政通信行政

・・・・郵政行政審郵政行政審郵政行政審郵政行政審議会議会議会議会

事業者等事業者等事業者等事業者等
（

（（

（当社

当社当社

当社を

をを

を含

含含

含む

むむ

む）

））

）

再意見公表再意見公表再意見公表再意見公表

総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣

認可認可認可認可

不認可不認可不認可不認可
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（（（（参考参考参考参考））））接続約款接続約款接続約款接続約款のののの目次一覧目次一覧目次一覧目次一覧 ①①①①

電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気

通信設備との接続に関する契約約款（平成11年東相制第99-2号）

実施 平成11年7月１日

第1章 総則（第1条～第4条）

第2章 接続する設備の範囲（第5条～第10条）

第2章の2 通信用建物等に相互接続点を設置する等の手続き

第10条の2 事前照会

第10条の3 相互接続点の調査及び設置申込み

第10条の4 相互接続点の設置

第10条の5 接続申込者等の接続に必要な装置等の

設置場所への立入り

第10条の6 相互接続点を当社の通信用建物と異なる

場所に設置する場合の取扱い

第10条の7 相互接続点を設置する場所の確保

第10条の8 準用

第2章の3 削除

第10条の9から第10条の12まで 削除

第10条の13 電柱添架の申込み

第10条の14 電柱添架に係る立会い

第3章 協定の締結手続き等

第1節 事前調査

第11条 事前調査の申込み

第11条の2 準用

第12条 事前調査の受付及び順番

第13条 事前調査の回答

第2節 ソフトウェア開発費の適正性に関する協議

第14条 ソフトウェア開発費の適正性に関する協議

の申込み等

第15条 ソフトウェア開発費の適正性に関する協議

第3節 削除

第16条から第20条まで 削除

第4節 接続申込み

第21条 接続申込み

第22条 接続申込みの承諾

第5節

接続用設備の設置又は改修の申込み

第23条 接続用設備の設置又は改修の申込み

第24条 申込みに必要な資料の提出

第25条 接続用設備の設置又は改修の申込みの承諾

第26条 個別建設契約の締結

第27条 接続用設備の設置又は改修の変更等

第28条 完成通知

第29条 その他の接続用設備の設置又は改修の申込み

第6節 接続用ソフトウェアの開発の申込み

第30条 接続用ソフトウェアの開発の申込み

第31条 接続用ソフトウェアの開発の承諾

第32条 接続用ソフトウェア開発契約の締結

第33条 接続用ソフトウェアの開発の中止

第34条 準用

第6節の2 当社の光回線設備との接続に関する手続き

第34条の2 一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続

申込み

第34条の3 一般光信号中継回線の接続

第34条の4 光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続

申込み

第34条の5 光回線設備の非現用芯線がない場合の立入り

第34条の6 光信号引込等設備の取扱い

第34条の7 特別光信号中継回線の線路設備調査及び接続

申込み

第34条の8 一般光信号中継回線の異経路構成等に係る確

認調査

第34条の9 異経路構成等による一般光信号中継回線の提

供に係る調査及び接続の申込み

第34条の10 光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査

及び接続の申込み

第34条の11 支障移転等を行う場合の取扱い

第34条の12 既に設置された当社の光屋内配線に係る精算

第34条の13 複数年段階料金を適用する光信号主端末回線

の取扱い

第7節 瑕疵

第35条 瑕疵

第8節 当社の電気通信設備又はソフトウェアの更改

又は利用中止

第36条 当社が行う電気通信設備又はソフトウェアの

更改

第36条の2 協定事業者の申込みによる個別管理対象設

備の利用中止等

第36条の3 個別管理対象設備の除却又は転用

第9節 その他の工事等の請求

第37条 その他の工事の請求

第37条の2 DSL回線の回線調整工事

第37条の3 換算線路長に係る利用制限が設けられてい

るDSL回線の設置等の請求

第37条の4 光信号端末回線の回線調整等工事

第3章の2 一括申込み

第37条の5 一括申込み

第4章 標準的接続期間（第38条～第39条）

第5章 協定の締結・解除等（第40条～第46条）

第6章 責務（第47条～第53条の2）

第7章 接続形態（第54条）

第8章 重要通信の取扱方法（第55条～第58条）

第9章 接続等の一時中断、停止及び中止（第59条～第61条の2）

第10章 料金等（第62条～第82条）

第11章 技術的条件（第83条）

第12章 損害賠償（第84条～第88条）

第13章 利用者への責任に関する事項（第89条～第94条）

第14章 相互接続点を当社の通信用建物内に設置する場合の取

扱い（第95条～第95条の5）

第14章の2 あっせん又は仲裁による解決

第95条の6 あっせん又は仲裁による解決

第14章の3 削除

第95条の7 削除

第15章 協定事業者の契約者の契約者回線番号等の電話帳掲載

及び番号案内（第96条～第97条）

第16章 雑則（第98条～第101条）
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（（（（参考参考参考参考））））接続約款接続約款接続約款接続約款のののの目次一覧目次一覧目次一覧目次一覧 ②②②②

料金表

通則

第1表 接続料金

第1網使用料

第2網改造料

第2表 工事費及び手続費

第1 工事費

第2 手続費

第2表の2 建設請負契約に基づく負担額

第3表 預かり保守等契約等に基づく負担額

第1 通信用建物に係る負担額

第2 とう道又は管路に係る負担額

第3 電柱に係る負担額

第4表 光信号引込等設備に係る負担額

第1 光信号引込等設備の維持等に係る負担額

第2 光信号引込等設備の撤去に係る負担額

技術的条件集

第1章 通則

第2章 形態別技術的条件

第1節 形態1-1 削除

第2節 形態1-2 端末回線線端接続インタフェース（電話サー

ビス契約約款を準用したインタフェース）

第3節 形態1-3 端末回線線端接続インタフェース（総合ディジ

タル通信サービス契約約款を準用したインタ

フェース）

第4節 形態1-4 端末回線線端接続インタフェース（専用線用

インタフェース）

第4節の2 形態1-5 端末回線線端接続インタフェース（DSL用イン

タフェース）

第4節の3 形態1-6 端末回線線端接続インタフェース（光信号端

末回線用インタフェース）

第4節の4 形態1-7 端末回線線端接続インタフェース（IP通信網

ISP接続用ルータ接続インタフェース）

第4節の5 形態1-8 端末回線線端接続インタフェース（き線点近

傍の電柱等の端子盤接続インタフェース（

DSL用インタフェース））

第4節の6 形態1-9 端末回線線端接続インタフェース（IP通信網

ISP接続用ルータ接続インタフェース）

第5節 形態2 削除

第5節の2 形態2-2 削除

第5節の3 形態2-3 端末回線接続インタフェース（光信号伝送装

置接続インタフェース）

第5節の4 形態2-4 端末回線接続インタフェース（光信号電気信

号変換装置接続インタフェース）

第6節 形態3-1 削除

第7節 形態3-2 加入者交換機接続インタフェース（MF用イン

タフェース）

第8節 形態3-3 加入者交換機接続インタフェース（多数事業

者間接続用インタフェース）

第9節 形態4-1 削除

第10節 形態4-2 削除

第11節 形態4-3 中継交換機接続インタフェース（M用インタフ

ェース）

第12節 形態4-4 削除

第13節 形態4-5 削除

第14節 形態4-6 中継交換機接続インタフェース（多数事業者

間接続用インタフェース）

第15節 形態4-7 削除

第16節 形態5 専用線接続インタフェース

第16節の

2

形態5-2 専用線接続インタフェース（IP通信網ISP接続

用ルータ接続インタフェース）

第17節 形態6-1 削除

第18節 形態6-2 信号網接続インタフェース（加入者交換機高

度サービス個別接続用インタフェース）

第18節の

2

形態6-3 信号網接続インタフェース（加入者交換機高

度サービス接続用インタフェース）

第19節 形態7 番号案内データベース接続インタフェース

第19節の

2

形態7-2 NPS交換機接続インタフェース

第20節 形態8 サービス制御統括局接続インタフェース

第21節 形態9 端末回線MDF接続インタフェース（DSL用

インタフェース）

第22節 形態10 ISM折返し接続インタフェース

第23節 形態11 端末回線加入者交換機接続インタフェー

ス

第24節 形態12 光信号端末回線接続インタフェース

第25節 形態13 一般光信号中継回線接続インタフェース

第25節の2 形態13-2 特別光信号中継回線接続インタフェース

第26節 形態14 ISP接続用ルータ接続インタフェース（IP通

信網ISP接続用ルータ接続インタフェース）

（PPPoE方式）

第26節の2 形態14-2 ISP接続用ルータ接続インタフェース（IP通

信網ISP接続用ルータ接続インタフェース）

（IPoE方式）

第27節 形態15 収容局ルータ接続インタフェース（IP通信

網収容局ルータ接続インタフェース）

第28節 形態16 中継局セルリレー接続インタフェース

第29節 形態17 一般中継局ルータ接続インタフェース（IP

通信網一般中継局ルータ接続インタフェ

ース）

第30節 形態18 削除

第31節 形態19 中継局イーサネット接続インタフェース

技術的条件集別表

別表

1 接続により提供する機能

2 接続形態

3様式

4違約金

5既に設置された当社の光屋内配線に係る精算額

附則

（平成29年5月22日現在）



11

Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 接続会計接続会計接続会計接続会計

接続会計接続会計接続会計接続会計はははは、、、、当社当社当社当社のののの第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備のののの管理運営及管理運営及管理運営及管理運営及びそのびそのびそのびその接続接続接続接続、、、、提供提供提供提供をををを行行行行うううう部門部門部門部門（（（（第一種指定電気通信設備管理部門第一種指定電気通信設備管理部門第一種指定電気通信設備管理部門第一種指定電気通信設備管理部門））））とととと、、、、

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備をををを接続料金接続料金接続料金接続料金（（（（アクセスチャージアクセスチャージアクセスチャージアクセスチャージ））））ベースでベースでベースでベースで利用利用利用利用してユーザサービスをしてユーザサービスをしてユーザサービスをしてユーザサービスを提供提供提供提供するするするする部門部門部門部門（（（（第一種指定電気通信第一種指定電気通信第一種指定電気通信第一種指定電気通信

設備利用部門設備利用部門設備利用部門設備利用部門））））とにとにとにとに区分区分区分区分してそれぞれのしてそれぞれのしてそれぞれのしてそれぞれの収支状況等収支状況等収支状況等収支状況等をををを明確化明確化明確化明確化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、アンバンドルされたアンバンドルされたアンバンドルされたアンバンドルされた接続料接続料接続料接続料のののの算定算定算定算定にににに必要必要必要必要なななな基礎基礎基礎基礎データデータデータデータ

をををを提供提供提供提供するためするためするためするため、、、、第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備をそのままをそのままをそのままをそのまま階梯階梯階梯階梯またはまたはまたはまたは用途用途用途用途にににに応応応応じてじてじてじて細分化細分化細分化細分化したしたしたした設備区分単位設備区分単位設備区分単位設備区分単位のコストのコストのコストのコスト把握把握把握把握をををを行行行行うこととうこととうこととうことと

したしたしたした会計制度会計制度会計制度会計制度ですですですです。。。。

おおおお 客客客客 様様様様

ユーザユーザユーザユーザ

料金料金料金料金

ユーザユーザユーザユーザ

料金料金料金料金 サービスサービスサービスサービス

提供提供提供提供

サービスサービスサービスサービス

提供提供提供提供

他事業者様他事業者様他事業者様他事業者様

相互接続相互接続相互接続相互接続
（（（（設備提供等設備提供等設備提供等設備提供等））））

設備提供等設備提供等設備提供等設備提供等
社内取引社内取引社内取引社内取引

（（（（接続料金接続料金接続料金接続料金ベースベースベースベース））））

第一種指定電気通信設備利用部門第一種指定電気通信設備利用部門第一種指定電気通信設備利用部門第一種指定電気通信設備利用部門

（（（（営業部門等営業部門等営業部門等営業部門等））））

第一種指定電気通信設備管理部門第一種指定電気通信設備管理部門第一種指定電気通信設備管理部門第一種指定電気通信設備管理部門

（（（（相互接続部門相互接続部門相互接続部門相互接続部門、、、、設備部門等設備部門等設備部門等設備部門等））））

接続条件接続条件接続条件接続条件はははは同一同一同一同一接続料金接続料金接続料金接続料金

当当当当 社社社社
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Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 網網網網機能提供計画機能提供計画機能提供計画機能提供計画

・届出対象

第一種指定電気通信設備の機能（総務省令で定める

ものを除く）の変更又は追加の計画

・届出時期

当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前まで

に総務大臣へ届出

・届出項目

総務省令に定めるところによる

網機能提供計画

網機能提供計画網機能提供計画

網機能提供計画の

のの

の届出

届出届出

届出（

（（

（第

第第

第３６

３６３６

３６条第

条第条第

条第１

１１

１項

項項

項）

））

）

届出

届出届出

届出を

をを

を要

要要

要しない

しないしない

しない網機能

網機能網機能

網機能（

（（

（第

第第

第２４

２４２４

２４条

条条

条の５

の５の５

の５）

））

）

届出項目

届出項目届出項目

届出項目・

・・

・様式

様式様式

様式（

（（

（第

第第

第２４

２４２４

２４条

条条

条）

））

）

１ プログラム又はデータを書き換える機能

２ トラヒック測定機能

３ 課金機能、料金計算機能（事業者間精算機能を除く）

４ 監視機能、制御機能（他事業者に影響を及ぼさないもの）

５ 公衆電話の料金を即時に収納するための機能

６ 指定電気通信設備を設置する事業者の特定の業務の部門のみに接続する機能（１１３等）

７ 利用者が端末から利用条件を設定、変更するための機能（カスタマコントロール機能）

８ 番号案内機能（他事業者との接続機能を除く）

機能の内容、提供条件、インタフェース、費用負担の有無及びその概算、提供予定時期等を所定の様式に記載

（（（（電気電気電気電気通信事業法施行規則通信事業法施行規則通信事業法施行規則通信事業法施行規則））））（（（（電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法））））

原則

例外

・届出た計画の変更の届出、

他事業者様要望の機能の届出など

・勧告に基づく計画の変更の届出

・円滑な接続に支障が生ずることを 総務大臣が別に定める２００日以内の日数

防止するためにやむを得ないと

総務大臣が認める場合

届出時期

届出時期届出時期

届出時期（

（（

（第

第第

第２４

２４２４

２４条

条条

条の２

の２の２

の２）

））

）

工事

工事工事

工事の

のの

の開始

開始開始

開始の

のの

の日

日日

日の

のの

の変更手続

変更手続変更手続

変更手続き

きき

き(

((

(第

第第

第２４

２４２４

２４条

条条

条の２

の２の２

の２)

))

)

インターネット公表後３０日間の意見受付期間内に、他

事業者様より要望・意見がない場合又はその他総務省の

承認を得た場合は、工事の開始日の変更（前倒し）をす

る場合がある。

９０日前

４０日前

７日前
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ⅤⅤⅤⅤ－－－－1 1 1 1 網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画のののの届出届出届出届出・・・・公表公表公表公表

当社当社当社当社ではではではでは、、、、従来従来従来従来よりよりよりより相互接続条件相互接続条件相互接続条件相互接続条件にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると想定想定想定想定されるされるされるされる網機能網機能網機能網機能のののの追加追加追加追加・・・・変更変更変更変更にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては「「「「網機能公示網機能公示網機能公示網機能公示」」」」をををを

自主的自主的自主的自主的にににに実施実施実施実施しししし、、、、サービスサービスサービスサービス開発開発開発開発にににに関関関関するするするする事業者間事業者間事業者間事業者間でのでのでのでの公平性公平性公平性公平性のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりましたがめてまいりましたがめてまいりましたがめてまいりましたが、、、、接続接続接続接続ルールではルールではルールではルールでは指定電気通信設備指定電気通信設備指定電気通信設備指定電気通信設備のののの

機能機能機能機能のののの変更変更変更変更・・・・追加追加追加追加のののの計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、原則原則原則原則「「「「網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画」」」」としてとしてとしてとして総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣へへへへ届出届出届出届出、、、、公表公表公表公表することがすることがすることがすることが義務付義務付義務付義務付けられていますけられていますけられていますけられています。。。。

（（（（２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年３３３３月省令改正月省令改正月省令改正月省令改正をををを反映反映反映反映しておりますしておりますしておりますしております））））

網機能提供計画の届出及び公表
（インターネット）・意見受付

1

11

10

00

0営業

営業営業

営業日以内

日以内日以内

日以内

3

33

30

00

0日

日日

日

以上

以上以上

以上

当該計画に関
する説明会

工事開始期間
を短縮す

る場合の工事開始日

①

①①

①意見

意見意見

意見が

がが

が無

無無

無い

いい

い場合

場合場合

場合

又

又又

又は

はは

は

総務省

総務省総務省

総務省が

がが

が認

認認

認める

めるめる

める場合

場合場合

場合

②

②②

②届

届届

届け

けけ

け出

出出

出た

たた

た計画内容

計画内容計画内容

計画内容を

をを

を

を

をを

を変更

変更変更

変更する

するする

する場合

場合場合

場合

③

③③

③円滑

円滑円滑

円滑な

なな

な接続

接続接続

接続に

にに

に支障

支障支障

支障

がある

があるがある

がある場合

場合場合

場合

意見受付結果
の報告

5

55

5営業日以内

営業日以内営業日以内

営業日以内

工事開始日（網機能開発着手）

工事開始日（網機能開発着手
）
延期

（

（（

（届出

届出届出

届出から

からから

から）

））

）

200

200200

200日以内

日以内日以内

日以内

10

1010

10営業日以上

営業日以上営業日以上

営業日以上

7

77

7営業日以上

営業日以上営業日以上

営業日以上

9

99

90

00

0日

日日

日

※1

※1※1

※1

以上

以上以上

以上

総務大臣

総務大臣総務大臣

総務大臣が

がが

が通知

通知通知

通知

する

するする

する日数後

日数後日数後

日数後ろ

ろろ

ろ倒

倒倒

倒し

しし

し

※1 

※1 ※1 

※1 他事業者様要望

他事業者様要望他事業者様要望

他事業者様要望で

でで

で当該事業者様

当該事業者様当該事業者様

当該事業者様のみ

のみのみ

のみ費用負担

費用負担費用負担

費用負担される

されるされる

される場合

場合場合

場合は

はは

は「

「「

「40

4040

40日

日日

日」

」」

」 ※2 

※2 ※2 

※2 他事業者様要望

他事業者様要望他事業者様要望

他事業者様要望で

でで

で当該事業者様

当該事業者様当該事業者様

当該事業者様のみ

のみのみ

のみ費用負担

費用負担費用負担

費用負担される

されるされる

される場合

場合場合

場合は

はは

は「

「「

「7

77

7営業日

営業日営業日

営業日」

」」

」

計画変更届出・公表（インターネット）・意見受付

左記

左記左記

左記の①

の①の①

の①～

～～

～③

③③

③

に

にに

に該当

該当該当

該当しない

しないしない

しない場合

場合場合

場合

3

33

30

00

0日

日日

日

※2

※2※2

※2

以上

以上以上

以上

意見受付結果
の報告

当該計画に関する説明会

計画変更届出・公表（インターネット）

4

44

40

00

0日

日日

日

以上

以上以上

以上

7

77

7日以内

日以内日以内

日以内

4

44

40

00

0日

日日

日

以上

以上以上

以上



14

ⅤⅤⅤⅤ－－－－2 2 2 2 公表期間短縮公表期間短縮公表期間短縮公表期間短縮（（（（工事工事工事工事のののの開始開始開始開始のののの日日日日のののの変更変更変更変更））））

工事開始工事開始工事開始工事開始のののの90909090日前日前日前日前にににに網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画網機能提供計画のののの届出届出届出届出がががが原則原則原則原則としてとしてとしてとして義務付義務付義務付義務付けられていますがけられていますがけられていますがけられていますが、、、、新新新新サービスのサービスのサービスのサービスの早期提供早期提供早期提供早期提供のののの観点観点観点観点からからからから、、、、届届届届けけけけ出出出出たたたた

計画計画計画計画のののの公表公表公表公表（（（（イイイインターンターンターンターネッネッネッネットトトト））））後後後後33330000日日日日以上以上以上以上のののの意見意見意見意見受受受受付期間内付期間内付期間内付期間内にににに他他他他事業者事業者事業者事業者様様様様よりごよりごよりごよりご要要要要望望望望・ご・ご・ご・ご意見意見意見意見がないがないがないがない場合又場合又場合又場合又はははは円滑円滑円滑円滑なななな接続接続接続接続にににに支支支支障障障障のののの

防止防止防止防止のためのためのためのため総務省総務省総務省総務省がががが認認認認めためためためた場合場合場合場合はははは、、、、工事工事工事工事のののの開始日開始日開始日開始日のののの変更前変更前変更前変更前倒倒倒倒しをおこなうしをおこなうしをおこなうしをおこなう場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

説明会通知

10

1010

10営業日

営業日営業日

営業日

以内

以内以内

以内

HP掲載、周知等

変更した工事開始日（網機能開発着手）

期間短縮（着手日前倒し）

意

見

・

要

望

が

な

い

場

合

又

は

総

務

省

が

認

め

た

場

合

は

期

間

短

縮

当該計画に関する説明会

意見受付期間

30日以上

原則

原則原則

原則90

9090

90日

日日

日

以上前

以上前以上前

以上前

工事開始日（網機能開発着手）

網機能提供計画の届出（当社自己利用／共同利用
）及び公表（インターネット）・意見受付

原則

原則原則

原則40

4040

40日

日日

日

以上

以上以上

以上

意見受付結果の報告
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（（（（参考参考参考参考））））網機能提供計画届出網機能提供計画届出網機能提供計画届出網機能提供計画届出項目一覧項目一覧項目一覧項目一覧①①①①

平

成

9

年

度

第1回届出分

(H10.2.6届出)

H9-1

通信開始前のメッセージ蓄積状況と、通信中に音声蓄積

装置等から受信したメッセージ登録通知、及びメッセー

ジ消去通知とから、通信終了時の利用者へのメッセージ

蓄積状況の通知方法を選択する機能。

H9-3

輻輳制御機能に以下の内容を盛り込む。

(1) 出回線群単位で輻輳検出及び制御を行う

(2) 遠隔指示により回線の一部を閉塞する

(3) 輻輳制御済みの情報を送受信する

(4) 留保回線数を変更する

(5) ダイヤル情報の末尾を判定しサービス制御局（NSP）

へのアクセスを制御する

平

成

10

年

度

第1回届出分

(H10.5.29届出)

H10-1

ユーザ・網インタフェースとして10/100BASE-T、FDDIで

ユーザの端末と接続し伝送する機能。

平成11年11月30日

公表分

H10-他1

端末回線線端接続（活用型Ｐ用）の発信時及び着信時に

おいて、発信電話番号を通知できない呼について非通知

理由を呼設定（SETUP）メッセージに設定し、送受信する

機能。

H10-他2

端末回線線端接続（活用型Ｐ用）の着信時において、呼

設定（IAM）メッセージに設定された転送元番号、転送理

由を呼設定（SETUP）メッセージに設定し、送信する機能

。

H10-他3

端末回線線端接続（活用型Ｐ用）の着信時において着信

転送を行う場合、呼設定（IAM）メッセージに新たに着信

転送情報、転送元番号等を設定し、送信する機能。

第2回届出分

(H10.6.24届出)

H10-2

通信状態（Bチャネルの使用中／空き）に関わらずユーザ

間情報（UUI）を送信する機能。

H10-3

着信先が通信中の場合、発信加入者から通信中監視登録

を行うことにより、着信先の通信状態（通信中／空き）

を監視し、空きを確認した時点で発信加入者へその旨を

通知する機能。

H10-4

発信加入者へ着信先の空きを確認したことを通知した場

合、発信加入者から簡易なダイヤル操作を行うことによ

り、着信先へ再発信を行う機能。

回 数

機能の概要

計画番号

平

成

10

年

度

第3回届出分

（H10.9.1届出）

H10-5

共通線信号（ISUP）長がメッセージ転送部（MTP）で転送可能

な最大信号長（272オクテット）を超えた場合、信号を分割・

送信し、受信・再組立する機能。

第4回届出分

（H10.9.18届出）

H10-6

共通線信号をＡＴＭインタフェースで送受信する機能。

第5回届出分

（H10.12.24届出）

H10-7

加入者交換機において、利用者回線毎に設定されている通話

区分毎の接続事業者情報により事業者を選択して接続を行う

機能。

H10-8

ユーザ網インタフェースとして10Base-Tインタフェースで接

続を行い、網間インタフェースとしてATM（STM-1）インタフ

ェースで接続を行い、データ信号（IPパケット）を多重・集

線及び振り分けを行い、伝送する機能。

第6回届出分

（H11.2.18届出）

H10-9

アドレス信号（IAMメッセージ）に設定されたユーザ間情報通

知サービスのユーザ・ユーザ情報が通信網内で廃棄された場

合に、アドレス完了信号（ACMメッセージ）により発交換機に

対して通知する手段を電信電話技術委員会（TTC）で規定され

た手順に機能を変更する。

H10-10

発交換機において、着交換機が呼経過信号（CPGメッセージ）

に設定した事業者間料金精算方式に関わるパラメータを受信

可能とする。

平

成

11

年

度

第1回届出分

（H11.6.8届出）

H11-他1

サービス制御局から接続先の番号を取得する。この場合、取

得した接続先の番号が再度別のサービス制御局へ問い合わせ

を指示する番号である場合、前位交換機に当該番号を通知し

回線を開放する機能。また取得した番号に基づきサービス制

御局に再度問い合わせを行う機能

H11-他2

端末回線線端接続（活用型Ｐ用）において、接続に関する管

理及び制御機能に以下の機能を追加する。

・１PHS番号毎に複数の通信状態を管理する機能

・１PHS番号に対する同時接続数の管理を行い、最大同時接

続数以内で接続を許容する機能

・公衆用基地局からの指示により、ハンドオーバの許容／規

制を管理し、制御する機能

回 数
機能の概要

計画番号
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（（（（参考参考参考参考））））網機能提供計画届出項目網機能提供計画届出項目網機能提供計画届出項目網機能提供計画届出項目一覧一覧一覧一覧②②②②

平

成

11

年

度

第2回届出分

（H11.7.15届出）

東H11-1

(東H11-1

変ヘ)

着側交換機において、発事業者情報または発加入者番号

により、サービス制御局へ情報要素の問い合わせを行い

、サービス制御局のデータベースから取得した情報を着

信加入者回線へ通知する。

また、転送呼では転送元交換機において、必要となる発

事業者情報を、転送先の着側交換機まで通知可能とする

。

東H11-2

着側交換機において、サービス制御局へ問い合わせを行

い、サービス制御局からの指示により当該着信呼の転送

を行う機能、及び当該転送呼が接続できない場合は、再

度サービス制御局へ問い合わせを行いサービス制御局か

らの指示により次の転送先へ接続を行う機能

第2回変更届出分

（H11.12.2届出）

東H11-1

変

着側交換機において、発加入者番号により、サービス制

御局へ情報要素の問い合わせを行い、サービス制御局の

データベースから取得した情報を着信加入者回線へ通知

する。

第3回届出分

（H12.3.3届出）

東H11-3

発側加入者交換機で、利用者回線から指示される事業者

識別番号ではなく、交換機に設定されている異なる事業

者識別番号により接続を行う場合のその旨の利用者回線

への通知機能において、他事業者網へ接続する場合は、

接続先事業者の交換機へ当該接続を行った旨の情報を通

知するよう機能を変更。

平

成

14

年

度

第1回届出分

（H14.12.20届出）

東H14-他1

端末回線線端接続（活用型Ｐ用）において、以下の機能

を追加する。

①PHS事業者独自網からNTT東日本網へハンドオーバーし

た場合にその通信を継続させる機能

②NTT東日本網からPHS事業者独自網へ復帰した場合に、

NTT東日本網の回線を切断する機能

③PHS端末着信時の接続処理において、公衆用基地局から

の信号をISUP信号に変換しインチャネル上で情報伝達等

を可能にする機能

回 数 機能の概要

計画番号

平

成

17

年

度

第1回届出分

（H17.7.14届出）

東H17-1

(1)［二重番号解消機能］一般番号ポータビリティの網間

接続において、従来より移転先ユーザ毎に移転先を特

定する番号に書き換えてルーティングしているが、二

重番号解消に資するため、移転先を特定する番号に代

わって移転先ユーザを収容する交換機等を特定する番

号に書き換えてルーティングすることを可能とする。

また、当該番号とともに移転元の番号（ディレクトリ

番号）を付加する。

(2)［網間リダイレクション機能］一般番号ポータビリテ

ィの網間接続において、回線再設定を希望する前位事

業者（発信事業者又は中継事業者）については、移転元

事業者から移転先を示す番号情報を取得することによ

り、移転先事業者への回線設定を起動することを可能

とする。

第2回届出分

（H17.9.13届出）

東H17-2

携帯電話の番号ポータビリティの網間接続において、以下

の機能を追加する。

[網間リダイレクション機能］

携帯電話の番号ポータビリティの網間接続において、回線

再設定能力がある旨の通知を行い、携帯事業者網からの番

号ポータビリティユーザの情報に基づき、回線再設定を実

行する。

回 数 機能の概要

計画番号
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（（（（参考参考参考参考））））網機能公示網機能公示網機能公示網機能公示のののの実施実施実施実施

第1回 平成7年6月29日

・1995年度第3四半期以降に開発着手する網機能及び開発着手済みの網機能（全18項目）

第2回 平成7年12月26日

・オープンコンピュータネットワークの網機能（専用線ＵＮＩ相当）

・市内交換機接続インタフェース機能［対応信号用（一般接続）］

第3回 平成8年3月26日

・オープンコンピュータネットワークの網機能（高速データ伝送）

・加入者回線接続インタフェース機能［加入電話サービス用］

第4回 平成8年6月26日

・市内交換機接続インタフェース機能［準対応信号網構成用（一般接続）］

・信号網接続インタフェース機能［回線非対応信号用（共通部）］

第5回 平成8年11月25日

・ＡＴＭ専用サービス接続インタフェース機能

第6回 平成9年3月28日

・接続先指示機能

第7回 平成9年7月3日

・信号網接続インタフェース機能［回線非対応信号用（市内交換機機能）］

第8回 平成9年9月25日

・市外交換機接続インタフェース機能［第二種事業者用］

・ディジタルアクセス1500サービス接続インタフェース機能

第9回 平成9年12月18日

・帯域共用型ＡＴＭインタフェース機能

平成平成平成平成7777年年年年6666月月月月よりよりよりより網機能公示網機能公示網機能公示網機能公示をををを着着着着実実実実にににに実施実施実施実施しししし、、、、同時同時同時同時にににに他他他他事業者事業者事業者事業者様向様向様向様向けのけのけのけの説説説説明会明会明会明会をををを開開開開催催催催してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。
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Ⅵ Ⅵ Ⅵ Ⅵ 接続接続接続接続にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示（（（（インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース関連関連関連関連））））

当社当社当社当社のののの第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備とのとのとのとの接続接続接続接続にあたってにあたってにあたってにあたって新新新新しいしいしいしいイイイインタンタンタンタフェフェフェフェースがースがースがースが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始のののの概概概概ねねねね半半半半年年年年

～～～～1111年前年前年前年前にににに「「「「接続接続接続接続にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示」」」」としてとしてとしてとして自主的自主的自主的自主的ににににイイイインタンタンタンタフェフェフェフェースをースをースをースを開示開示開示開示しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、相互接続相互接続相互接続相互接続のののの開始開始開始開始にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、順順順順次接次接次接次接

続約款続約款続約款続約款にににに追加追加追加追加していますしていますしていますしています。。。。

届出計画の公表（インターネット）

網機能提供計画
の届出

1

11

1ヵ

ヵヵ

ヵ月程度

月程度月程度

月程度

原則

原則原則

原則９０

９０９０

９０日以上前

日以上前日以上前

日以上前

説明会

接続開始

当該計画に関
する説明会

工事開始日（網機能開発着手）

接続約款認可申請

認可・公表

接続に関する
情報開示

（インタフェース
関連）

概

概概

概ね

ねね

ね半年

半年半年

半年～

～～

～1

11

1年前

年前年前

年前

情報通信行政・

郵政行政審議会手続き

提供開始

他事業者様が、当社網との具体的な相互接続

に向けた準備及び検討になる詳細なインタフ

ェース

・ホームページ掲載

・情報ステーション等で閲覧

・他事業者様向け説明会の開催

開示内容

開示方法
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（（（（参考参考参考参考））））接続接続接続接続にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示（（（（インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース関連関連関連関連））））

平

成

10

年

度

第1回

平成10年

11月27日

H10-1-1

加入者交換機接続イン

タフェース(多数事業者

間インタフェース)

加入者交換機接続において、接続する電気通信事

業者の通信事業形態によらず、共通的に適用可能

な接続インタフェース

H10-1-2

中継交換機接続インタ

フェース(多数事業者間

インタフェース)

中継交換機接続において、接続する電気通信事業

者の通信事業形態によらず、共通的に適用可能な

接続インタフェース

第2回

平成11年

3月3日

H10-2-1

伝送装置間インタフェ

ース(新SDHインタフェ

ース）

他の電気通信事業者の伝送装置とＮＴＴの加入者

交換機の伝送装置、中継交換機の伝送装置、専用

回線ノード装置の伝送装置との接続箇所にて接続

を行うための伝送装置間インタフェースについて

、国際標準に準拠した規定の追加・変更を行った

インタフェース

H10-2-2

帯域保証型VC接続

ATMインタフェース

ATM方式において、帯域を保証したVCで接続する

インタフェース

H10-2-3

B-ISUPシグナリング

インタフェース

ATM方式による接続において、呼／コネクション

制御等を行うインタフェース

平

成

11

年

度

第1回

平成11年

5月20日

H11-1-1

共 通 線 信 号 網

ATMインタフェース

現在の信号プロトコルにおけるMTP1、2、3に相当

する部分に、TTC標準の広帯域ISDN(B-ISDN)信号

プロトコルを適用した共通線信号網接続ATMイン

タフェース

※網機能提供計画（H10-6）関連

H11-1-2

I P 通 信 用 接 続

ATMインタフェース

データ信号(IPパケット)を多重・集線し、接続す

るATM(STM-1)インタフェース

※網機能提供計画（H10-8）関連

第2回

平成11年

6月14日

H11-2-1

加入者交換機高度サー

ビス

接続インタフェース

(1)SCPからの指示に従い、要求された課金情報の

設定、要求された課金イベントの設定、要求さ

れたイベントの設定、指示された接続先への接

続を行う機能メニュー

(2)SCPからの指示に従い、順方向接続の切断、要

求された課金情報の設定、要求された課金イベ

ントの設定、要求されたイベントの設定、指示

された接続先への接続を行う機能メニュー

(3)SCPからの指示に従い、複数の暫定接続の捕捉、

要求された課金情報の設定、要求された課金イ

ベントの設定、要求されたイベントの設定、指

示された接続先への接続を行う機能メニュー

回 数

インタフェース

機能の概要

開示

番号

インタ

フェース

(4)SCPからの指示に従い、2つの呼セグメントの解

放、要求された課金情報の設定、要求された課

金イベントの設定、要求されたイベントの設定

、指示された接続先への接続を行う機能メニュー

(5)SCPからの指示に従い、呼セグメントの解放、要

求された課金情報の設定、要求された課金イベ

ントの設定、要求されたイベントの設定、指示

された接続先への接続を行う機能メニュー

(6)SCPからの指示に従い、呼セグメントの解放、複

数の暫定接続の捕捉、要求された課金情報の設

定、要求された課金イベントの設定、要求され

たイベントの設定、指示された接続先への接続

を行う機能メニュー

(7)SCPからの指示に従い、順方向接続の切断、複

数の暫定接続の捕捉、要求された課金情報の設

定、要求された課金イベントの設定、要求され

たイベントの設定、指示された接続先への接続

を行う機能メニュー

※NTT網機能に関する公示（H9-1-2）関連

平

成

12

年

度

第2回

平成13年

3月19日

東

H12-1-1

超高速専用回線ノード

装置インタフェース

(ＳＯＮＥＴ)

他の電気通信事業者の電気通信設備とＮＴＴ東日

本の超高速専用回線ノード装置との接続箇所にて

接続を行うためのアメリカ規格協会(ANSI)標準に

準拠したインタフェース。（OC-3/OC-12/OC-48）

東

H12-1-2

超高速専用回線ノード

装置インタフェース

(ＳＤＨ)

他の電気通信事業者の電気通信設備とＮＴＴ東日

本の超高速専用回線ノード装置との接続箇所にて

接続を行うためのアメリカ規格協会(ANSI)標準に

準拠したインタフェース。（STM-1/STM-4/STM-16）

平

成

13

年

度

第1回

平成14年

3月5日

東

H13-1-1

新超高速専用回線ノー

ド装置インタフェース

(ＳＯＮＥＴ)

他の電気通信事業者の電気通信設備とＮＴＴ東日

本の超高速専用回線ノード装置との接続箇所にて

接続を行うためのアメリカ規格協会(ANSI)標準に

準拠したインタフェース。（OC-3/OC-12/OC-48）

東

H13-1-2

新超高速専用回線ノー

ド装置インタフェース

(ＳＤＨ)

他の電気通信事業者の電気通信設備とＮＴＴ東日

本の超高速専用回線ノード装置との接続箇所にて

接続を行うためのアメリカ規格協会(ANSI)標準に

準拠したインタフェース。（STM-1/STM-4/STM-16）

回 数

インタフェース

機能の概要

開示

番号

インタ

フェース
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電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））参参参参 考考考考

（電気通信回線設備との接続）

第三十二条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備

をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、

これに応じなければならない。

一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

二 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

(第一種指定電気通信設備との接続)

第三十三条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利

用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通

信設備（移動端末設備（利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるもの

をいう。次条第一項において同じ。）を除く。）と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信

事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置され

るすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を

超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備

であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者

の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として

指定することができる。

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下「第一種指定電気通信設備」という。）を設

置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備と

の接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額（以下

この条において「接続料」という。）及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所にお

ける技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件

（以下「接続条件」という。）について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも、同様とする。

３ 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利

用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとし

て総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。

４ 総務大臣は、第二項（第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第

六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。）の認可の申請が次の各号のいずれにも適合

していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。

一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所

のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件

ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料

ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続す

る他の電気通信事業者の責任に関する事項

ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために

必要なものとして総務省令で定める事項

二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法

により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。

三 接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信

設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。

四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

５ 前項第二号の総務省令で定める方法（同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新

しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気

通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係

る接続料について定めるものに限る。）は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる

高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合

に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される

電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通

信設備に係る費用を勘案して原価を算定するものでなければならない。

６ 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する原価に

照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動によ

り著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通

信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請

すべきことを命ずることができる。

７ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備

との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約

款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

８ 総務大臣は、前項（第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により届

け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を

変更すべきことを命ずることができる。

９ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け又は第

七項（第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により届け出た接続約款

（以下この条において「認可接続約款等」という。）によらなければ、他の電気通信事業者との

間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更し

てはならない。

１０ 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定

電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定

める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件（第二項に規定する接続料及び接続条件に

該当するものにあつては、第四項各号（第一号イ及びロを除く。）のいずれにも適合しているも

のに限る。）のその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更

することができる。
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１１ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認

可接続約款等を公表しなければならない。

１２ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当

該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信

量又は回線数その他総務省令で定める事項（第十四項において「通信量等」という。）を記録し

ておかなければならない。

１３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第

一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支

の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

１４ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては

第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ

以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録

及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算

定された原価に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。

１５ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信

設備と第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければな

らない。

１６ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定

の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接

続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、

総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。

１７ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定

の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条

件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月

以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。

１８ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六

項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした

接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の

規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日（以下この項において

「起算日」という。）に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協

定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定

は、起算日から起算して三月間は、適用しない。

（第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知）

第三十三条の二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信

設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとす

るときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備とその電

気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周

知させなければならない。

（第二種指定電気通信設備との接続）

第三十四条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備（総務省

令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。）と接続される伝送路設備のうち同

一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の

数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているす

べての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定

める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電

気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適

正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下「第二種指定電気通信設備」という。）を設

置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備と

の接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接

続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届

け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

３ 総務大臣は、前項（第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により届け

出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずるこ

とができる。

一 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する

他の電気通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。

二 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件が適正かつ明確に定め

られていないとき。

三 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が適正かつ明確に定められていない

とき。

四 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下に

おける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えるものであるとき。

五 他の電気通信事業者に対し不当な条件を付すものであるとき。

六 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。

４ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項（第六項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により届け出た接続約款によらなければ、

他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、

又は変更してはならない。

５ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二

項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。

６ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の

日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者

が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新

たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。

電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））参参参参 考考考考
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Ⅶ Ⅶ Ⅶ Ⅶ 電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法 ③③③③

７ 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規

定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日

（以下この項において「届出日」という。）に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信

設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについ

ては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。

（電気通信設備の接続に関する命令等）

第三十五条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が

設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を

申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わな

かつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十

二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請

がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるも

のとする。

２ 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設

備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当

該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、そ

の接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百

五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に

対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

３ 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又

は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接

続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。た

だし、当事者が第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

４ 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事

者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議

が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。

５ 総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、

期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

６ 総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなけ

ればならない。

７ 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が

調つたものとみなす。

８ 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、

その裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求すること

ができる。

９ 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

１０ 第三項又は第四項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が取得し、又は負担すべ

き金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

（第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画）

第三十六条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備

の機能（総務省令で定めるものを除く。）の変更又は追加の計画を有するときは、総務省令で定

めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の総務省令で定める日数前までに総務大臣に

届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。

２ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、前項

の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

３ 総務大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により

他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるお

それがあると認めるときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、そ

の計画を変更すべきことを勧告することができる。

電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法電気通信事業法（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））参参参参 考考考考
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Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 接続接続接続接続ルールのルールのルールのルールの整備状況整備状況整備状況整備状況とネットワークのオープンとネットワークのオープンとネットワークのオープンとネットワークのオープン化化化化

相互接続に対する

ＮＴＴのスタンス

接続条件

を巡る闘争

適正なコスト負担を条件に

すべての接続要望に対応

事業者共通のルール作りとルール

に則った相互接続事業の推進

ＩＰ時代の接続ルール

真の競争市場

の確立

長期増分

費用方式

当社当社当社当社はははは、、、、他他他他のののの電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者電気通信事業者がががが当社当社当社当社ネッネッネッネットトトトワワワワークをークをークをークを自在自在自在自在にににに活活活活用用用用しししし、、、、自自自自由由由由なななな発想発想発想発想によってによってによってによって多様多様多様多様なサービスなサービスなサービスなサービス展展展展開開開開をををを可能可能可能可能とするためにとするためにとするためにとするために、、、、

「「「「ネッネッネッネットトトトワワワワークのオープンークのオープンークのオープンークのオープン化化化化（（（（1991991991995.5.5.5.2222）」）」）」）」をををを発表発表発表発表しししし、、、、現在現在現在現在にいたるまでにいたるまでにいたるまでにいたるまで様々様々様々様々なななな取取取取りりりり組組組組みみみみをををを実施実施実施実施してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。

Ｎ

Ｔ

Ｔ

自

主

ル

ー

ル

（

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

オ

ー

プ

ン

化

）

接

続

ル

ー

ル

（

法

定

ル

ー

ル

）

接

続

ル

ー

ル

見

直

し

（

第

一

次

答

申

）

接

続

ル

ー

ル

見

直

し

（

第

二

次

答

申

）

95年2月

競争原理の導入

８５年４月

ＮＴＴ

民営化

８７年９月

ＮＣＣ

市外電話

参入

９４年４月

アクセス

チャージ

導入

接続手順

明確化

95年4月

個別プログラム

13項目発表

アクセス系

オープン化

ダークファイバ

暫定提供

ダーク

ファイバ

本格提供

優先接続

接続関連

費用の負担

番号ポータ

ビリティ

機能の更なる

アンバンドル

網機能

提供計画

コロケーション

ルールの整備

接続会計

新たな接続

料の導入

光ファイバ設備

のアンバンドル

指定電気

通信設備

接続料と利用者

料金の関係

その他

網機能

提供計画

接続約款

（接続料金）

97年11月

継続課題（郵政研究会）

00年12月

MDF接続

高速デジタルアクセス

に関する研究会

キャリアズレート

（専用線）

線路敷設権

その他

01年7月

公益事業者の電柱・管路等

使用に関するガイドライン

米国96年通信法

と同レベルのルール

Ⅲ

ⅢⅢ

Ⅲ

コ

ロ

ケ

ー

シ

ョ

ン

ル

ー

ル

見

直

し

等

に

係

る

接

続

ル

ー

ル

の

整

備

（

答

申

）

07年3月

次

世

代

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

に

係

る

接

続

ル

ー

ル

の

在

り

方

（

答

申

）

08年3月

移動体番号

ポータビリティ

NGN商用

サービス接続

Ｉ

Ｐ

化

の

進

展

に

対

応

し

た

競

争

ル

ー

ル

の

在

り

方

（

報

告

書

）

06年9月

ユニバーサル

サービス料金

新

競

争

プ

ロ

グ

ラ

ム

２

０

１

０

指定電気通

信設備の範

囲の見直し

接続料の

算定方法

の見直し

コロケーシ

ョンルール

の整備

真

真真

真

の

のの

の

競

争

市

場

競

争

市

場

競

争

市

場

競

争

市

場

の

のの

の

確

立

確

立

確

立

確

立

電

気

通

信

市

場

の

環

境

変

化

に

対

応

し

た

接

続

ル

ー

ル

の

在

り

方

（

答

申

）

09年10月

「

光

の

道

」

構

想

基

本

方

針

（

グ

ロ

ー

バ

ル

時

代

に

お

け

る

Ｉ

Ｃ

Ｔ

政

策

に

関

す

る

タ

ス

ク

フ

ォ

ー

ス

）

11年12月

ＦＴＴＨの

屋内配線の

指定設備化

ＷＤＭ（波長

分割多重装置）

の貸出し

その他

ブ

ロ

ー

ド

バ

ン

ド

普

及

促

進

の

た

め

の

環

境

整

備

の

在

り

方

（

答

申

）

第二種指定電気通信

設備制度の運用に

関するガイドライン

Ⅳ

ⅣⅣ

Ⅳ Ⅴ

ⅤⅤ

Ⅴ

その他
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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 自由競争市場自由競争市場自由競争市場自由競争市場のののの実現実現実現実現にににに向向向向けた３つけた３つけた３つけた３つのののの課題課題課題課題とととと相互接続相互接続相互接続相互接続のののの歴史歴史歴史歴史

①

①①

①当社

当社当社

当社のネットワークをオープンにすることにより

のネットワークをオープンにすることによりのネットワークをオープンにすることにより

のネットワークをオープンにすることにより競争

競争競争

競争を

をを

を促進

促進促進

促進し

しし

し、

、、

、市場

市場市場

市場を

をを

を活性化

活性化活性化

活性化する

するする

する。

。。

。

②

②②

②接続

接続接続

接続（

（（

（相互接続

相互接続相互接続

相互接続）

））

）ルールを

ルールをルールを

ルールを確立

確立確立

確立し

しし

し、

、、

、公正有効競争

公正有効競争公正有効競争

公正有効競争が

がが

が図

図図

図れる

れるれる

れる自由市場

自由市場自由市場

自由市場を

をを

を実現

実現実現

実現する

するする

する。

。。

。

③

③③

③自由競争実現

自由競争実現自由競争実現

自由競争実現を

をを

を阻害

阻害阻害

阻害する

するする

する各種規制

各種規制各種規制

各種規制の

のの

の緩和

緩和緩和

緩和／

／／

／撤廃

撤廃撤廃

撤廃を

をを

を推

推推

推し

しし

し進

進進

進める

めるめる

める。

。。

。

自自自自由競争市場由競争市場由競争市場由競争市場実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた3333つのつのつのつの課題課題課題課題

競争競争競争競争原理原理原理原理導入導入導入導入

相互接続相互接続相互接続相互接続のののの歴史歴史歴史歴史

１９８５

１９８５１９８５

１９８５．

．．

． ４

４４

４ 電気通信事業法施行

電気通信事業法施行電気通信事業法施行

電気通信事業法施行（ＮＴＴ

（ＮＴＴ（ＮＴＴ

（ＮＴＴ民営化

民営化民営化

民営化）

））

）

１９８７

１９８７１９８７

１９８７．

．．

． ９

９９

９ ＮＣＣ

ＮＣＣＮＣＣ

ＮＣＣ市外電話参入

市外電話参入市外電話参入

市外電話参入

１９９４

１９９４１９９４

１９９４．

．．

． ４

４４

４ 事業者間接続料金制度導入

事業者間接続料金制度導入事業者間接続料金制度導入

事業者間接続料金制度導入

１９９４

１９９４１９９４

１９９４．

．．

．１１

１１１１

１１ フレームリレー

フレームリレーフレームリレー

フレームリレー、ＶＰＮ

、ＶＰＮ、ＶＰＮ

、ＶＰＮ接続問題

接続問題接続問題

接続問題

接続接続接続接続ルールルールルールルール

１９９７

１９９７１９９７

１９９７．

．．

．１１

１１１１

１１ 接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの施行

施行施行

施行（

（（

（事業法改正

事業法改正事業法改正

事業法改正）

））

）

１９９７

１９９７１９９７

１９９７．

．．

．１２

１２１２

１２ ネットワークのディジタル

ネットワークのディジタルネットワークのディジタル

ネットワークのディジタル化完了

化完了化完了

化完了

１９９８

１９９８１９９８

１９９８．

．．

． ２

２２

２ ＷＴＯ

ＷＴＯＷＴＯ

ＷＴＯ合意

合意合意

合意の

のの

の発効

発効発効

発効

１９９８

１９９８１９９８

１９９８．

．．

． ３

３３

３ 接続約款認可

接続約款認可接続約款認可

接続約款認可・

・・

・実施

実施実施

実施

２０００

２０００２０００

２０００．

．．

．１０

１０１０

１０ 接続

接続接続

接続ルール

ルールルール

ルール見直

見直見直

見直し

しし

し諮問

諮問諮問

諮問

２０００

２０００２０００

２０００．

．．

．１２

１２１２

１２ 接続

接続接続

接続ルール

ルールルール

ルール見直

見直見直

見直し

しし

し第一次答申

第一次答申第一次答申

第一次答申

２００１

２００１２００１

２００１．

．．

． ７

７７

７ 接続

接続接続

接続ルール

ルールルール

ルール見直

見直見直

見直し

しし

し第二次答申

第二次答申第二次答申

第二次答申

２００６

２００６２００６

２００６．

．．

．１０

１０１０

１０ コロケーションルールの

コロケーションルールのコロケーションルールの

コロケーションルールの見直

見直見直

見直し

しし

し等諮問

等諮問等諮問

等諮問

２００７

２００７２００７

２００７．

．．

． ３

３３

３ コロケーションルールの

コロケーションルールのコロケーションルールの

コロケーションルールの見直

見直見直

見直し

しし

し等答申

等答申等答申

等答申

２００７

２００７２００７

２００７．

．．

．１０

１０１０

１０ 「

「「

「次世代

次世代次世代

次世代ネットワークに

ネットワークにネットワークに

ネットワークに係

係係

係る

るる

る接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」について

についてについて

について諮問

諮問諮問

諮問

２００８

２００８２００８

２００８.

..

. ３

３３

３ 「

「「

「次世代

次世代次世代

次世代ネットワークに

ネットワークにネットワークに

ネットワークに係

係係

係る

るる

る接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」について

についてについて

について答申

答申答申

答申

２００９

２００９２００９

２００９．

．．

． ２

２２

２ 「

「「

「電気通信市場

電気通信市場電気通信市場

電気通信市場の

のの

の環境変化

環境変化環境変化

環境変化に

にに

に対応

対応対応

対応した

したした

した接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」等諮問

等諮問等諮問

等諮問

２００９

２００９２００９

２００９．

．．

．１０

１０１０

１０ 「

「「

「電気通信市場

電気通信市場電気通信市場

電気通信市場の

のの

の環境変化

環境変化環境変化

環境変化に

にに

に対応

対応対応

対応した

したした

した接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」等答申

等答申等答申

等答申

２０１０

２０１０２０１０

２０１０．

．．

．１２

１２１２

１２ 「

「「

「光

光光

光の

のの

の道

道道

道」

」」

」構想

構想構想

構想に

にに

に関

関関

関する

するする

する基本方針公表

基本方針公表基本方針公表

基本方針公表

２０１１

２０１１２０１１

２０１１．

．．

． ３

３３

３ 「

「「

「ブロードバンド

ブロードバンドブロードバンド

ブロードバンド普及促進

普及促進普及促進

普及促進のための

のためののための

のための環境整備

環境整備環境整備

環境整備の

のの

の在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」について

についてについて

について諮問

諮問諮問

諮問

２０１１

２０１１２０１１

２０１１．

．．

．１２

１２１２

１２ 「

「「

「ブロードバンド

ブロードバンドブロードバンド

ブロードバンド普及促進

普及促進普及促進

普及促進のための

のためののための

のための環境整備

環境整備環境整備

環境整備の

のの

の在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」について

についてについて

について答申

答申答申

答申

ネッネッネッネットトトトワワワワークオープンークオープンークオープンークオープン化化化化
１９９５

１９９５１９９５

１９９５．

．．

． ２

２２

２ ネットワークオープン

ネットワークオープンネットワークオープン

ネットワークオープン化宣言

化宣言化宣言

化宣言

１９９５

１９９５１９９５

１９９５．

．．

． ３

３３

３ 接続協議手順等

接続協議手順等接続協議手順等

接続協議手順等の

のの

の明確化

明確化明確化

明確化に

にに

に関

関関

関する

するする

する具体的措置

具体的措置具体的措置

具体的措置

１９９５

１９９５１９９５

１９９５．

．．

． ９

９９

９ アクセス

アクセスアクセス

アクセス系

系系

系のオープン

のオープンのオープン

のオープン化

化化

化
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Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 自主自主自主自主ルールによるルールによるルールによるルールによる取取取取りりりり組組組組みみみみ

当社当社当社当社はははは、、、、競争競争競争競争のののの促進促進促進促進によりによりによりにより電気通信電気通信電気通信電気通信市場市場市場市場がががが活活活活性化性化性化性化しししし、、、、結果結果結果結果的的的的におにおにおにお客様客様客様客様にににに安安安安くてくてくてくて多様多様多様多様なサービスがなサービスがなサービスがなサービスが提供提供提供提供できるというできるというできるというできるという観点観点観点観点にににに立立立立ちちちち、、、、

競争環境競争環境競争環境競争環境をををを整整整整備備備備しししし、、、、競争競争競争競争しやすいしやすいしやすいしやすい場場場場をををを提供提供提供提供するためにするためにするためにするためにネッネッネッネットトトトワワワワークのオープンークのオープンークのオープンークのオープン化化化化をををを推進推進推進推進してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。

●●●●適正適正適正適正なななな費用負担費用負担費用負担費用負担をををを前提前提前提前提にににに、、、、技術的技術的技術的技術的にににに不可能等合理的不可能等合理的不可能等合理的不可能等合理的なななな理由理由理由理由のあるのあるのあるのある場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、全全全全てのてのてのての

接続要望接続要望接続要望接続要望にににに応応応応えるえるえるえる。。。。

●●●●他事業者様他事業者様他事業者様他事業者様ととととNTTNTTNTTNTT網網網網とのとのとのとの相互接続相互接続相互接続相互接続のののの条件条件条件条件についてはについてはについてはについては、、、、「「「「公平公平公平公平・・・・公正公正公正公正、、、、内外無差別内外無差別内外無差別内外無差別」」」」とととと

するするするする。。。。

※「ネットワークのオープン化について（基本的考え方等）」（1995.2発表）

●●●●原則原則原則原則すべてのすべてのすべてのすべての接続要望接続要望接続要望接続要望をををを実現実現実現実現

●●●●標準的標準的標準的標準的なななな接続手順及接続手順及接続手順及接続手順及びびびび期間期間期間期間のののの作成作成作成作成・・・・実施実施実施実施

●●●●接続費用接続費用接続費用接続費用のののの透明化透明化透明化透明化、、、、明確化明確化明確化明確化、、、、低廉化低廉化低廉化低廉化 算定根拠算定根拠算定根拠算定根拠のののの提示提示提示提示、、、、ネットワークコストのネットワークコストのネットワークコストのネットワークコストの削減削減削減削減

●●●●網機能網機能網機能網機能のののの追加追加追加追加・・・・変更変更変更変更のののの公示公示公示公示 インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース条件条件条件条件のののの開示開示開示開示

●●●●相互接続協定相互接続協定相互接続協定相互接続協定のののの公開公開公開公開 相手事業者様相手事業者様相手事業者様相手事業者様のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得たたたた場合場合場合場合

※接続協議手順等の明確化に関する具体的な措置（1995.3.31発表、1995.8.31改訂）

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策
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（（（（参考参考参考参考））））オープンオープンオープンオープン化個別化個別化個別化個別プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの実施実施実施実施

１１１１. . . . 「「「「公公公公－－－－専専専専」」」」及及及及びびびび「「「「公公公公－－－－専専専専－－－－公公公公」」」」接続接続接続接続 ＨＨＨＨ７７７７....４４４４（（（（公公公公専専専専）、）、）、）、ＨＨＨＨ８８８８....１０１０１０１０（（（（公公公公専専専専公公公公））））

２２２２. . . . ＰＨＳＰＨＳＰＨＳＰＨＳとのとのとのとの相互接続相互接続相互接続相互接続 ＨＨＨＨ７７７７....７７７７（（（（ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ網網網網活活活活用用用用型型型型）、）、）、）、ＨＨＨＨ８８８８....３３３３（（（（ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ網接続網接続網接続網接続型型型型））））

３３３３. . . . 専専専専用用用用サービスとサービスとサービスとサービスと電電電電話話話話サービスのサービスのサービスのサービスの相互接続相互接続相互接続相互接続 ＨＨＨＨ７７７７....１０１０１０１０

４４４４. . . . ＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶ電電電電話話話話とのとのとのとの相互接続相互接続相互接続相互接続 ＨＨＨＨ８８８８....１２１２１２１２

５５５５. . . . ファファファファククククシミリシミリシミリシミリ無鳴動着無鳴動着無鳴動着無鳴動着信信信信 ＨＨＨＨ９９９９....３３３３

６６６６. . . . 信信信信号号号号網接続網接続網接続網接続 ＨＨＨＨ９９９９....１２１２１２１２（（（（基本基本基本基本サービスサービスサービスサービス）、）、）、）、ＨＨＨＨ１２１２１２１２....１１１１（（（（高高高高度度度度サービスサービスサービスサービス））））

７７７７. . . . 片方向片方向片方向片方向接続接続接続接続からからからから双方向双方向双方向双方向接続接続接続接続へのへのへのへの拡拡拡拡大等大等大等大等 ＨＨＨＨ９９９９....１２１２１２１２

８８８８. . . . 発信電発信電発信電発信電話番号話番号話番号話番号通通通通知知知知 ＨＨＨＨ１０１０１０１０....２２２２（（（（本本本本格格格格サービスサービスサービスサービス））））

９９９９. . . . ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴフリフリフリフリーーーーダイヤダイヤダイヤダイヤルへのルへのルへのルへの接続接続接続接続 ＨＨＨＨ１０１０１０１０....１０１０１０１０（（（（ＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶＣＡＴＶ）、）、）、）、ＨＨＨＨ１１１１１１１１....４４４４（（（（移動体移動体移動体移動体等等等等））））

１０１０１０１０. . . . 第第第第二二二二種電気通信事業者種電気通信事業者種電気通信事業者種電気通信事業者とのとのとのとの中継線中継線中継線中継線接続接続接続接続 ＨＨＨＨ１０１０１０１０....１０１０１０１０

１１１１１１１１. . . . ＮＣＣＮＣＣＮＣＣＮＣＣフリフリフリフリーーーーホホホホンンンン ＨＨＨＨ１２１２１２１２....１１１１

１２１２１２１２. . . . 番号番号番号番号ポポポポータビータビータビータビリティリティリティリティ ＨＨＨＨ１３１３１３１３....３３３３

１３１３１３１３. . . . 優先優先優先優先接続接続接続接続（（（（イイイイコールアクセスコールアクセスコールアクセスコールアクセス）））） ＨＨＨＨ１３１３１３１３....５５５５

当社当社当社当社はははは、、、、平成平成平成平成7777年年年年4444月月月月にににに自主的自主的自主的自主的ななななネッネッネッネットトトトワワワワークのオープンークのオープンークのオープンークのオープン化化化化としてとしてとしてとして「「「「ネッネッネッネットトトトワワワワークオープンークオープンークオープンークオープン化化化化個別個別個別個別ププププログラムログラムログラムログラム11113333項項項項目目目目」」」」をををを発表発表発表発表しししし、、、、

そのそのそのその実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんんできましたできましたできましたできました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、平成平成平成平成11113333年年年年5555月月月月にににに下下下下記記記記のオープンのオープンのオープンのオープン化化化化個別個別個別個別ププププログラムログラムログラムログラムはははは全全全全てててて実現実現実現実現いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

個別個別個別個別プログラムプログラムプログラムプログラム 実施時期実施時期実施時期実施時期・・・・検討状況等検討状況等検討状況等検討状況等
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（（（（参考参考参考参考））））市内網市内網市内網市内網のののの開放開放開放開放（（（（アクセスアクセスアクセスアクセス系系系系のオープンのオープンのオープンのオープン化化化化））））

従来従来従来従来のののの中継交換中継交換中継交換中継交換機接続機接続機接続機接続にににに加加加加ええええ「「「「市市市市内内内内交換交換交換交換機機機機」」」」でのでのでのでの接続接続接続接続やややや加加加加入入入入者者者者回線回線回線回線でででで接続接続接続接続をををを可能可能可能可能とすることによりとすることによりとすることによりとすることにより、、、、市市市市内網内網内網内網をををを開開開開放放放放しましたしましたしましたしました。。。。

加入者交換機接続加入者交換機接続加入者交換機接続加入者交換機接続加入者交換機接続加入者交換機接続加入者交換機接続加入者交換機接続

端末回線線端接続端末回線線端接続端末回線線端接続端末回線線端接続

加入者回線接続加入者回線接続加入者回線接続加入者回線接続加入者回線接続加入者回線接続加入者回線接続加入者回線接続

中継交換機接続中継交換機接続中継交換機接続中継交換機接続

：

：：

：相互接続点

相互接続点相互接続点

相互接続点

当社当社当社当社のネットワークのネットワークのネットワークのネットワーク

他県他県他県他県へへへへ

アクセスアクセスアクセスアクセス系系系系のオープンのオープンのオープンのオープン化化化化

中継中継中継中継

交換機交換機交換機交換機

加入者加入者加入者加入者

交換機交換機交換機交換機

ＭＤＦＭＤＦＭＤＦＭＤＦ等等等等
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Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 接続接続接続接続のののの基本基本基本基本ルールのルールのルールのルールの法制化法制化法制化法制化によるによるによるによる接続制度接続制度接続制度接続制度のののの見直見直見直見直しししし

○最恵国待遇 ○市場アクセスの確保 ○内国民待遇

○追加的約束：相互接続の確保（期間や提供条件や料金において非差別、コストに準拠した料金、アンバンドル）

【問題点】協議期間の長期化

・接続料金の算定根拠を巡る議論

・ネットワーク改造費用負担のあり方を

巡る議論 等

【問題点】協議期間の長期化

・接続料金の算定根拠を巡る議論

・ネットワーク改造費用負担のあり方を

巡る議論 等

接続約款に基づく接続
（接続の基本ルールによる）

接続協定の認可

・透明、公平、迅速かつ合理的な接続を実現

・円滑な接続を阻害する反競争的な行為を防止

事業者間協議不調時の救済 公正有効競争の促進

利用者利益の増進を期待

・料金の低廉化

・エンドエンドのシームレスサービス

・マルチメディア対応の新サービス

利用者利益の増進を期待

・料金の低廉化

・エンドエンドのシームレスサービス

・マルチメディア対応の新サービス

接続条件の妥当性の確保

接続命令・裁定制度

ＷＴＯ合意に基づく国際的な調和

事業者間個別協議による接続
（当社ネットワークのオープン化等自主的取り組みによる）
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（（（（参考参考参考参考））））自主自主自主自主ルールとのルールとのルールとのルールとの接続接続接続接続のののの基本的基本的基本的基本的なルールのなルールのなルールのなルールの比較比較比較比較

自主的自主的自主的自主的なルールなルールなルールなルール

接続接続接続接続のののの基本的基本的基本的基本的ルールのルールのルールのルールの法制化法制化法制化法制化によりによりによりにより、、、、従来従来従来従来のののの自主自主自主自主ルールはルールはルールはルールは整整整整理理理理されされされされ、、、、公正公正公正公正有効競争有効競争有効競争有効競争がががが促進促進促進促進されていますされていますされていますされています。。。。

・原則すべての接続要望を実現

・標準的な接続手順及び期間の作成・実施

・接続費用の透明化、明確化、低廉化

算定根拠の提示、ネットワークコストの削減

・網機能の追加・変更の公示

インタフェース条件の開示

・相互接続協定の公開

相手事業者様の承諾を得た場合

・相互接続は事業者間交渉

・相互接続協定は認可対象

改正前電気通信事業法改正前電気通信事業法改正前電気通信事業法改正前電気通信事業法でのでのでのでの規定規定規定規定

・電気通信事業者の相互接続義務

・接続条件の約款化（料金表含む）

接続接続接続接続のののの基本的基本的基本的基本的なルールなルールなルールなルール

・接続会計規則の制定（総務省）

・接続会計報告書の作成・公表

・接続料に関する原価算定規則の制定（総務省）

・接続料金の算定

・網機能提供計画の策定及び公開

・約款の公開
・意見聴取及び公開（グリーンペーパー）（総務省）

・約款に基づいた相互接続協定は締結した旨の届出

法
制
化

法
制
化

法
制
化

法
制
化
に
よ
る

に
よ
る

に
よ
る

に
よ
る
整
理

整
理

整
理

整
理
・・ ・・
体
系
化

体
系
化

体
系
化

体
系
化
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Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 接続接続接続接続ルールのルールのルールのルールの見直見直見直見直し①し①し①し①

接続接続接続接続ルールはルールはルールはルールは、、、、環境環境環境環境変化等変化等変化等変化等をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた答答答答申等申等申等申等にににに基基基基づきづきづきづき、、、、改正改正改正改正がががが行行行行わわわわれていますれていますれていますれています。。。。

１

１１

１．

．．

．新

新新

新たな

たなたな

たな接続料

接続料接続料

接続料の

のの

の導入

導入導入

導入について

についてについて

について

・光ファイバ設備の接続料

・インターネット向け定額接続料の設定

・公衆網への事業者向け割引料金の設定

２

２２

２．

．．

．網機能提供計画制度

網機能提供計画制度網機能提供計画制度

網機能提供計画制度の

のの

の改善

改善改善

改善

・網機能計画制度の原則の維持

・網機能計画の適用範囲

・網機能計画の公表期間

３

３３

３．

．．

．機能

機能機能

機能の

のの

の更

更更

更なる

なるなる

なる細分化

細分化細分化

細分化（

（（

（アン

アンアン

アン

バンドル

バンドルバンドル

バンドル）

））

）

・伝送路の更なる細分化

・FTTHサービスの提供に用いられる

光ファイバ網の細分化

４

４４

４．

．．

．接続関連費用負担

接続関連費用負担接続関連費用負担

接続関連費用負担の

のの

の考

考考

考え

ええ

え方

方方

方

・基本的な接続機能の判断基準

・個別負担の接続料における

算定方法の見直し

５

５５

５．

．．

．その

そのその

その他

他他

他の

のの

の事項

事項事項

事項

・接続料の利用料金との関係の検証

・光ファイバ設備の利用に係る手続等の

内外無差別適用

・接続用ソフトウェア開発期間の短縮

１

１１

１．

．．

．指定電気通信設備

指定電気通信設備指定電気通信設備

指定電気通信設備について

についてについて

について

・移動体通信事業者の設備の扱い

・光ファイバ設備の扱い

・中継系伝送路設備等の扱い

２

２２

２．

．．

．光

光光

光ファイバ

ファイバファイバ

ファイバ設備

設備設備

設備のアンバンドル

のアンバンドルのアンバンドル

のアンバンドル

３

３３

３．

．．

．接続料

接続料接続料

接続料と

とと

と利用者料金

利用者料金利用者料金

利用者料金の

のの

の関係

関係関係

関係

・接続料と定額的な利用者料金等の水準

・事業者向け割引料金（キャリアズ

レート）の拡大

４

４４

４．

．．

．その

そのその

その他

他他

他の

のの

の事項

事項事項

事項

・接続関連費用の負担の考え方

・ＩＳＤＮから電話への同番移行

・網機能提供計画

・接続諾否の手続規定の整備

・接続制度全体の定期的な見直し

「

「「

「接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの見直

見直見直

見直しに

しにしに

しに

ついて

ついてついて

ついて」

」」

」第一次答申

第一次答申第一次答申

第一次答申

（

（（

（2001.4

2001.42001.4

2001.4省令改正

省令改正省令改正

省令改正）

））

）

１

１１

１．

．．

．第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備の

のの

の

対象範囲

対象範囲対象範囲

対象範囲の

のの

の見直

見直見直

見直し

しし

し

・第一種指定電気通信設備の指定方法

・地域ＩＰ網等に対する指定

２

２２

２．

．．

．接続料

接続料接続料

接続料の

のの

の算定方法

算定方法算定方法

算定方法の

のの

の見直

見直見直

見直し

しし

し

・接続料と利用者料金の関係の検証

（スタックテスト）に係る見直し

・事後精算制度の見直し

・接続料債務の不履行リスクの扱い

・分岐端末回線単位の加入ダーク

ファイバ接続料の設定

３

３３

３．

．．

．コロケーションルールの

コロケーションルールのコロケーションルールの

コロケーションルールの

整備

整備整備

整備

・中継ダークファイバの扱い

・局舎スペース等の扱い

・電柱におけるコロケーションルール

４

４４

４．

．．

．その

そのその

その他

他他

他の

のの

の事項

事項事項

事項

・屋内配線工事の扱い

・回線名義人情報の扱い

・加入ダークファイバ及び局内光

ファイバの申込み手続の見直し

「

「「

「IT

ITIT

IT時代

時代時代

時代の

のの

の接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの

在

在在

在り

りり

り方

方方

方について

についてについて

について」

」」

」第二次答申

第二次答申第二次答申

第二次答申

（

（（

（2001.12

2001.122001.12

2001.12省令改正

省令改正省令改正

省令改正）

））

）

「

「「

「コロケーションルールの

コロケーションルールのコロケーションルールの

コロケーションルールの「

「「

「コロケーションルールの

コロケーションルールのコロケーションルールの

コロケーションルールの

見直

見直見直

見直し

しし

し等

等等

等に

にに

に係

係係

係る

るる

る接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの

整備

整備整備

整備について

についてについて

について」

」」

」答申

答申答申

答申

（

（（

（2007.7

2007.72007.7

2007.7省令改正

省令改正省令改正

省令改正）

））

）
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Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅴ 接続接続接続接続ルールのルールのルールのルールの見直見直見直見直し②し②し②し②

「

「「

「次世代

次世代次世代

次世代ネットワークに

ネットワークにネットワークに

ネットワークに

係

係係

係る

るる

る接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの在

在在

在り

りり

り方

方方

方に

にに

に

ついて

ついてついて

ついて」

」」

」答申

答申答申

答申

（

（（

（2008.7

2008.72008.7

2008.7省令改正

省令改正省令改正

省令改正）

））

）

１

１１

１．

．．

．第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備第一種指定電気通信設備

第一種指定電気通信設備の

のの

の

指定範囲

指定範囲指定範囲

指定範囲

・第一種指定電気通信設備の

指定の考え方等

・ＮＴＴ東西の次世代ネットワークの扱い

・地域ＩＰ網等の扱い

２

２２

２．

．．

．次世代

次世代次世代

次世代ネットワークの

ネットワークのネットワークの

ネットワークの設備

設備設備

設備・

・・

・機能

機能機能

機能

の

のの

の細分化

細分化細分化

細分化（

（（

（アンバンドル

アンバンドルアンバンドル

アンバンドル）

））

）

・検討上の留意点

・各機能のアンバンドルの要否

・機能の段階的発展等への対応

・標準的な接続箇所

３

３３

３．

．．

．接続料

接続料接続料

接続料の

のの

の算定方法等

算定方法等算定方法等

算定方法等

・接続料の算定方法

・接続会計の設備区分

・分岐端末回線単位の加入ダーク

ファイバ接続料の設定

４

４４

４．

．．

．その

そのその

その他

他他

他

・接続に関する同等性の確保等

・スタックテスト

・映像配信プラットフォームのオープン化等

５

５５

５．

．．

．接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの見直

見直見直

見直し

しし

し

１

１１

１．

．．

．モバイル

モバイルモバイル

モバイル市場

市場市場

市場の

のの

の公正競争

公正競争公正競争

公正競争

環境

環境環境

環境の

のの

の整備

整備整備

整備

・第二種指定電気通信設備制度の検証

・ネットワークインフラの利活用

２

２２

２．

．．

．固定

固定固定

固定ブロードバンド

ブロードバンドブロードバンド

ブロードバンド市場

市場市場

市場の

のの

の

公正競争環境

公正競争環境公正競争環境

公正競争環境の

のの

の整備

整備整備

整備

・ＦＴＴｘサービス

・ＤＳＬサービス

・固定ネットワークインフラの利活用

３

３３

３．

．．

．通信

通信通信

通信プラットフォーム

プラットフォームプラットフォーム

プラットフォーム市場

市場市場

市場・

・・

・

コンテンツ

コンテンツコンテンツ

コンテンツ配信市場

配信市場配信市場

配信市場への

へのへの

への参入

参入参入

参入

促進

促進促進

促進のための

のためののための

のための公正競争環境

公正競争環境公正競争環境

公正競争環境の

のの

の

整備

整備整備

整備

・通信プラットフォーム機能のオープン化

・紛争処理機能の強化等

４

４４

４．

．．

．固定通信

固定通信固定通信

固定通信と

とと

と移動通信

移動通信移動通信

移動通信の

のの

の融合

融合融合

融合

時代等

時代等時代等

時代等における

におけるにおける

における接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの

在

在在

在り

りり

り方

方方

方

・接続料算定上の課題

・固定通信と移動通信の融合時代等に

おける接続ルールの在り方

「

「「

「 に

にに

に「

「「

「電気通信市場

電気通信市場電気通信市場

電気通信市場の

のの

の環境変化

環境変化環境変化

環境変化に

にに

に

対応

対応対応

対応した

したした

した接続

接続接続

接続ルールの

ルールのルールの

ルールの

在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」答申

答申答申

答申

（

（（

（2009.12

2009.122009.12

2009.12省令改正

省令改正省令改正

省令改正）

））

）

１

１１

１．

．．

．電話網

電話網電話網

電話網から

からから

からＩＰ

ＩＰＩＰ

ＩＰ網

網網

網への

へのへの

への円滑

円滑円滑

円滑な

なな

な

移行

移行移行

移行の

のの

の在

在在

在り

りり

り方

方方

方について

についてについて

について

・コア網のPSTN からＩＰ網への移行に伴う

今後のネットワークの在り方

・円滑な移行に向けた利用者対応の在り方

・競争環境維持のための事業者対応の在り方

２

２２

２．

．．

．ブロードバンド

ブロードバンドブロードバンド

ブロードバンド普及促進

普及促進普及促進

普及促進のための

のためののための

のための

競争政策

競争政策競争政策

競争政策の

のの

の在

在在

在り

りり

り方

方方

方について

についてについて

について

・ＮＧＮのオープン化によるサービス競争促進

- 中継局接続機能

- 収容局接続機能

- アクセス回線

- 通信プラットフォーム機能

・モバイル市場の競争促進（オープン化）

- ネットワークレイヤー

- プラットフォーム・端末レイヤー

・線路敷設基盤の開放による設備競争の促進

- 電柱・管路等の使用手続の簡素化等

- マンション向け光屋内配線の開放

- 地中化エリアへの対応

- 鉄塔等の一層のオープン化

・今後の市場環境の変化等を踏まえた公正競争

環境の検証の在り方等

「

「「

「ブロードバンド

ブロードバンドブロードバンド

ブロードバンド普及促進

普及促進普及促進

普及促進

のための

のためののための

のための環境整備

環境整備環境整備

環境整備の

のの

の

在

在在

在り

りり

り方

方方

方」

」」

」答申

答申答申

答申



情報公開の取り組み
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Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 情報開示情報開示情報開示情報開示のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

当社当社当社当社ではではではでは、、、、電気通信電気通信電気通信電気通信市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける公正公正公正公正競争競争競争競争をををを促進促進促進促進しししし、、、、電気通信電気通信電気通信電気通信全体全体全体全体のののの均衡均衡均衡均衡あるあるあるある発発発発展展展展をををを図図図図るというるというるというるという観点観点観点観点からからからから、、、、電気通信事業電気通信事業電気通信事業電気通信事業をををを営営営営むむむむ

ううううええええでででで発発発発生生生生するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな情報情報情報情報のののの積極積極積極積極的開示的開示的開示的開示にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。

●情報開示の範囲

下記に該当する場合を除き、当社の保有する各種情報は原則一般に開示します。

なお、上記の情報であっても、ネットワークの相互接続を行う他電気通信事業者様に対し、相互接続上必要な
情報及び事業展開に必要な情報については、法的保護義務等のあるものを除き開示を行います。

① お客様、取引相手等のプライバシーに係わるもの

② 公共の秩序維持に係わるもの

③ 内部者（インサイダー）取引規制に係わるもの
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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 当社当社当社当社のののの開示情報開示情報開示情報開示情報

【守秘義務契約を締結した上で提供する情報（例）】

他事業者様の事業展開に必要な情報 等

・コロケーション及びＤＳＬ回線等に関する情報

・光ファイバに関する情報

・フレッツサービス（ISP事業者様向け情報）

・債務の履行の担保に関する情報 等

当社当社当社当社におけるにおけるにおけるにおける公開情報公開情報公開情報公開情報についてはについてはについてはについては、、、、以下以下以下以下のののの４４４４つにつにつにつに大大大大きくきくきくきく分分分分類類類類されされされされ、、、、他他他他事業者事業者事業者事業者様様様様がががが接続接続接続接続にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報についてはについてはについてはについては、、、、接続約款接続約款接続約款接続約款にににに基基基基づくづくづくづく

守守守守秘秘秘秘義務義務義務義務又又又又はははは守守守守秘秘秘秘義務義務義務義務契契契契約約約約によりによりによりにより開示開示開示開示しますしますしますします。。。。

・電気通信役務契約等状況報告

・電気通信役務通信量等状況報告

・サービス概況

・主要統計資料集 等

・事業計画

・契約約款集

・技術的条件集 等

・報道発表資料

・各種出版物 等

※

※※

※情報webステーション

（ http://www.ntt-east.co.jp/info-st/）

・接続約款

・接続会計

・網機能提供計画

・接続に関する情報開示（インタフェース関連）

・単位料金区域（ＭＡ）別市外局番情報

・相互接続ガイドブック

・他事業者様の事業展開に必要な情報 等

情情情情
報報報報
スススス
テテテテーー ーー

シシシシ
ョョョョ
ンンンン
／／／／

情情情情
報報報報
ＷＷＷＷ
eeee
bbbb
スススス
テテテテーー ーー

シシシシ
ョョョョ
ンンンン
※

※※

※

情情情情
報報報報
スススス
テテテテーー ーー

シシシシ
ョョョョ
ンンンン
／／／／

情情情情
報報報報
ＷＷＷＷ
eeee
bbbb
スススス
テテテテーー ーー

シシシシ
ョョョョ
ンンンン
※

※※

※

開示場所

電気通信事業者様への情報

利用状況・ネットワーク情報

経営情報

一般広報・出版物

※

※※

※



36

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 当社当社当社当社のののの開示窓口開示窓口開示窓口開示窓口

当社当社当社当社ではではではでは事業法事業法事業法事業法のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、接続接続接続接続をををを円滑円滑円滑円滑にににに行行行行うためのうためのうためのうための必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを公開公開公開公開していますしていますしていますしています。。。。

またまたまたまた、、、、公正公正公正公正有効競争有効競争有効競争有効競争条件条件条件条件のののの確保及確保及確保及確保及びびびび研究研究研究研究開発成開発成開発成開発成果果果果のののの普普普普及及及及をををを実実実実効効効効的的的的なものとするためなものとするためなものとするためなものとするため、、、、各各各各種種種種技術技術技術技術情報情報情報情報についてについてについてについて可能可能可能可能なななな限限限限りりりり積極積極積極積極的的的的にににに

開示開示開示開示をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

上上上上記記記記のののの情報情報情報情報はははは以下以下以下以下のののの窓口窓口窓口窓口及及及及びびびびホホホホーーーームペムペムペムページでごージでごージでごージでご覧覧覧覧になることができますになることができますになることができますになることができます。。。。

1.1.1.1.各種情報開示各種情報開示各種情報開示各種情報開示のののの一般的一般的一般的一般的なおなおなおなお問合問合問合問合せせせせ

●●●●情報情報情報情報スススステテテテーーーーショショショションンンン

〒〒〒〒111163636363----8888019019019019

東京都東京都東京都東京都新新新新宿宿宿宿区区区区西西西西新新新新宿宿宿宿3333----19191919----2222

NTTNTTNTTNTT東東東東日本本日本本日本本日本本社社社社ビルビルビルビル 低層棟低層棟低層棟低層棟1111ＦＦＦＦ

9999:3:3:3:30000～～～～11116:36:36:36:30000（（（（土土土土・・・・日日日日・・・・祝祝祝祝日日日日・・・・年年年年末末末末年始年始年始年始をををを除除除除くくくく））））

おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先（（（（専専専専用用用用メメメメールールールールフォフォフォフォーーーームムムム））））
https://www.ntthttps://www.ntthttps://www.ntthttps://www.ntt----east.co.jp/infoeast.co.jp/infoeast.co.jp/infoeast.co.jp/info----st/inquiry/st/inquiry/st/inquiry/st/inquiry/

2.2.2.2.研究開発成果研究開発成果研究開発成果研究開発成果のののの申込申込申込申込み・み・み・み・問合問合問合問合せせせせ

●●●●研究研究研究研究開発成開発成開発成開発成果果果果一一一一般般般般、、、、技術技術技術技術開示開示開示開示：：：：

NTTNTTNTTNTT知知知知的的的的財産財産財産財産センタセンタセンタセンタ

TEL TEL TEL TEL 0000444422222222----55559999----4444777766661111

●●●●当社当社当社当社がががが保保保保有有有有するするするする研究研究研究研究開発成開発成開発成開発成果果果果一一一一般般般般、、、、技術技術技術技術開示開示開示開示：：：：
NTTNTTNTTNTT東東東東日本日本日本日本ITITITITイノイノイノイノベーベーベーベーショショショションンンン部部部部知知知知的的的的財産担財産担財産担財産担当当当当

TEL TEL TEL TEL 00003333----5355355355359999----2727272755555555

3.3.3.3.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの相互接続上必要相互接続上必要相互接続上必要相互接続上必要なななな情報情報情報情報にににに関関関関するおするおするおするお問合問合問合問合せせせせ

●●●●NTTNTTNTTNTT東東東東日本日本日本日本 相互接続相互接続相互接続相互接続推進推進推進推進部部部部

TEL TEL TEL TEL 00003333----5355355355359999----4444120120120120

4.4.4.4.公開情報公開情報公開情報公開情報ホームページホームページホームページホームページＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ

http://www.ntthttp://www.ntthttp://www.ntthttp://www.ntt----east.co.jp/infoeast.co.jp/infoeast.co.jp/infoeast.co.jp/info----st/st/st/st/



その他の当社取り組み
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Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ネットワークネットワークネットワークネットワーク機能機能機能機能のアンバンドルのアンバンドルのアンバンドルのアンバンドル化化化化

当社当社当社当社ではではではでは、、、、接続接続接続接続のののの基本的基本的基本的基本的ルールにルールにルールにルールに基基基基づきづきづきづき、、、、相互接続相互接続相互接続相互接続にににに必要必要必要必要なななな機能機能機能機能ののののみみみみをおをおをおをお使使使使いいたいいたいいたいいただだだだけるようけるようけるようけるようネッネッネッネットトトトワワワワークのークのークのークの機能機能機能機能をアンバンドをアンバンドをアンバンドをアンバンド

ルルルル化化化化しししし、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ網網網網使使使使用料用料用料用料をををを設定設定設定設定してしてしてして提供提供提供提供しておりますしておりますしておりますしております。。。。
接続料規則第4条に規定する機能

端末回線

伝送機能

帯域透過端末回線伝送機能

帯域分割端末回線伝送機能

基地局設備用端末回線伝送機能

光信号端末回線伝送機能

総合デジタル通信端末回線伝送機能

その他端末回線伝送機能

端末系

交換機能

加入者交換機能

信号制御交換機能

優先接続機能

折返し通信路設定機能

光信号電気信号変換機能

光信号多重分離機能

市内伝送機能

中継系交換機能

中継伝送

機能

中継伝送共用機能

中継伝送専用機能

光信号中継伝送機能

ルーティング伝送機能

イーサネットフレーム伝送機能

通信路設定伝送機能

データ伝送機能

信号伝送機能

呼関連データベース機能

番号案内機能

手動交換機能

公衆電話機能

端末間伝送等機能

クロック提供機能

●

14

ＩＳＭ

交換機等

ＣＳ

光信号

伝送装置

光信号

電気信号

変換装置

ＩＰ通信網

番号案内

データベース

クロック

供給装置

専用回線

ノード

装置

専用回線

ノード

装置

共通線信号網

加入者

回線終端

装置

加入者

交換機

●10

●11●10

●1

●4

●14

●1 ●1●1 ●1

●2

●4

●8

●7

●6

●13●12●3

●6 -2

●9

●3 -3 ●3 -2

PHS用

NSP

IC公衆用

SCP

他事業者様網

中継

交換機

中継

交換機

●5

加入者

交換機

●2
加入者

交換機

●2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1

2

3

3 -2

3 -3

4

5

6 

6 -2

7

8

9

10

11

13

12

●

6 -3

●

7 -2

加入者

回線終端

装置

●6 -3

中継局

イーサ

ネット

スイッチ

加入者

回線終端

装置

中継局

セル

リレー

装置

加入者

回線終端

装置

●1 ●1

●7 -2
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Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 疑似疑似疑似疑似ネットワークネットワークネットワークネットワーク試験試験試験試験についてについてについてについて

NSP/NSSP等

伝

送

装

置

等

交

換

機

他事業者様設備

ISM

疑似呼

装置

疑似ネットワーク試験用設備（例）

NSP／NSSP ：網サービス制御局／網サービス統括局

STP ：共通線信号中継交換機

疑似呼

装置

交

換

機

伝
送
装
置

等

３

電力装置

当社当社当社当社ではではではでは、、、、他他他他事業者事業者事業者事業者様様様様からのごからのごからのごからのご希望希望希望希望によりによりによりにより、、、、事前事前事前事前対向試験対向試験対向試験対向試験等等等等にごにごにごにご利用利用利用利用いたいたいたいただだだだくためのくためのくためのくための疑似疑似疑似疑似ネッネッネッネットトトトワワワワークークークーク試験環境試験環境試験環境試験環境をををを提供提供提供提供いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす（（（（有有有有料料料料）。）。）。）。試験試験試験試験実施実施実施実施にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての具体具体具体具体的的的的なななな設備設備設備設備構構構構成成成成やスやスやスやスケケケケジジジジュュュュールについてはールについてはールについてはールについては、、、、個別個別個別個別にごにごにごにご相相相相談談談談ささささせせせせていたていたていたていただだだだきますきますきますきます。。。。

<<<<疑似疑似疑似疑似ネットワークネットワークネットワークネットワーク試験構成試験構成試験構成試験構成（（（（電話網電話網電話網電話網））））のののの例例例例>>>>

他事業者様ビル

信号網接続インタフェース（回線非対応）

中継交換機接続インタフェース

加入者交換機接続インタフェース

端末回線線端接続インタフェース（アナログ）

端末回線線端接続インタフェース（ISDN）

３

２

１

４

５

ＮＳＰ/ＮＳＳＰ等 ＳＴＰ

D60(IGS)

２

１

１

２

３

伝

送

装

置

等

４

５

５ 他事業者様設備

４ 他事業者様設備

ISM

伝

送

装

置

等

D70

ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴビルビルビルビル
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Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ 苦情苦情苦情苦情・・・・要望等要望等要望等要望等のののの受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口についてについてについてについて

当社当社当社当社ではではではでは公正公正公正公正競争競争競争競争条件条件条件条件のののの適適適適正正正正なななな運用運用運用運用にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、他他他他事業者事業者事業者事業者様向様向様向様向けのけのけのけの苦苦苦苦情情情情・・・・要要要要望望望望のののの受受受受付付付付窓口窓口窓口窓口をををを相互接続相互接続相互接続相互接続推進推進推進推進部内部内部内部内にににに設設設設

置置置置しておりますしておりますしておりますしております。。。。

東日本電信電話株式会社

相互接続推進部

〒163-8019

東京都新宿区西新宿3-19-2

電話 03-5359-4120

受付及び回答は書面により行います。

当社では、受付後原則２週間以内に

回答します。

※お問い合わせは上記電話番号にて承ります。

（９：３０～１６：３０ 土・日・祝日・年末年始を除く）

※書面にはＦＡＸを含みます。

受付窓口

手続き

受付後２週間以内に

回答します

書面により

受付します

当社

社内検討

相互接続推進部（受付窓口）

他事業者様
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Ⅳ Ⅳ Ⅳ Ⅳ 公正競争及公正競争及公正競争及公正競争及びびびび内外無差別内外無差別内外無差別内外無差別にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ

関係事業者様
(Ａ事業者様以外)

当社 設備部門以外の部門
（営業部門等）

当社 設備部門

おおおお 客客客客 様様様様

当社当社当社当社はははは、、、、接続事業者接続事業者接続事業者接続事業者様様様様とととと競合競合競合競合するサービスのするサービスのするサービスのするサービスの販売販売販売販売ななななどどどど、、、、営業営業営業営業活動活動活動活動のののの展展展展開開開開にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、公正公正公正公正競争競争競争競争をををを厳厳厳厳にににに遵遵遵遵守守守守しししし、、、、取取取取りりりり組組組組んんんんでおりでおりでおりでおり

ますますますます。。。。

1111....接続事業者接続事業者接続事業者接続事業者様様様様情報情報情報情報のののの目的目的目的目的外外外外利用利用利用利用のののの禁止禁止禁止禁止((((情報情報情報情報のののの適適適適正利用正利用正利用正利用））））

2222....接続接続接続接続にににに必要必要必要必要なななな建物建物建物建物・・・・施設施設施設施設のののの利用利用利用利用又又又又はははは情報提供情報提供情報提供情報提供のののの同同同同等性確保等性確保等性確保等性確保((((内内内内外無差別外無差別外無差別外無差別））））

Ａ事業者様

サービスの提供

（利用者料金）

Ａ事業者様

サービスの提供

（利用者料金）

サービスの提供

（利用者料金）

Ａ

事

業

者

様

情

報

Ａ

事

業

者

様

情

報

ＸＸＸＸ
Ａ

事

業

者

様

情

報

2.設備／情報等提供の同等性確保（内外無差別）

1.接続事業者様情報の目的外利用の禁止（情報の適正利用）

ＸＸＸＸ
相互接続に必要な情報の提供


